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開    会  （午前  ９時０４分）  

 

○議  長  

 それでは皆様、おはようございます。  

 新型コロナウイルス感染予防及び拡大防止の観点により、本議会中、議場内

でのマスク着用について許可をいたします。  

 ただいまの出席議員は１２名で定足数に達しておりますので、これより令和

３年平群町議会第５回定例会を開会いたします。  

 町長、招集の御挨拶をお願いします。西脇町長。  

○町  長  

 皆さん、おはようございます。  

 ６月に入り、平群の里のあちらこちらで田植が始まり、初夏の田園風景が見

られる季節となってまいりました。本日は、令和３年第５回定例会の開催をお

願いいたしましたところ、議員各位におかれましては、公私御多忙の中、御出

席を賜り、誠にありがとうございます。  

 政府は、東京、大阪など９都道府県に発令中の緊急事態宣言を６月２０日ま

でに延長するなど、現在、１０都道府県に緊急事態宣言が出され、新型コロナ

ウイルス感染症の拡大は、今なお収束が見通せない状況が続いております。奈

良県におきましても、毎日感染者が出ており、県内の感染拡大防止を図るため、

奈良県緊急対処措置も６月２０日まで延長されました。平群町におきましても

１０７名の感染者の報告があります。引き続き、新型コロナウイルス感染拡大

の防止のために努めてまいります。  

 次に、ワクチン接種の状況でございますが、ワクチン接種を希望される高齢

者の皆様全員に集団接種を受けていただけることとなり、５月２２日に案内は

がきを送付いたしました。５月１５日から、プリズムへぐりにおきまして、集

団によるワクチン接種を開始いたしました。６月４日から６月１１日の平日に

は奈良県の研修医の派遣による集団接種を行いました。また、町内での五つの

医療機関においても、順次個別接種も行っていただいております。接種状況に

つきましては、高齢者への１回目の接種につきましては、６月１３日現在、８

１．２％となっております。６４歳以下の一般接種につきましては、６月１８

日を目途に接種券の発送を行っていく予定です。詳細につきましては、諸般の

報告で担当部長より説明をさせていただきます。住民の健康と安心を守るため、

円滑なワクチン接種に向けて、引き続き取り組んでまいります。  

 新型コロナウイルス収束への道はいまだ厳しい状況ですが、改めまして、医

療現場、ワクチン接種の対応などに献身的な対応を頂いております医師、看護
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師をはじめとする全ての医療従事者の皆様に重ねて感謝を申し上げます。  

 次に、令和２年度決算状況について御報告申し上げます。  

 ５月末の令和２年度の出納閉鎖の結果、令和２年度一般会計の決算は、実質

収支で約２億６００万円の黒字決算となりました。実質単年度収支は約３，９

００万円の黒字決算となりました。特別会計、水道会計、下水道会計について

ですが、各会計とも実質収支は黒字か収支同額となりました。介護保険特別会

計では、実質収支は１，２０５万円の黒字決算でしたが、実質単年度収支は約

２，４００万円の赤字決算となりました。今後、決算内容を分析し、９月議会

において詳細な説明を申し上げるところでございます。  

 さて、本定例会では、承認案件では、生駒郡４町で実施しますＰＣＲ検査の

費用と、新型コロナウイルスワクチン接種に係る費用を一般会計補正予算とし

て専決処分とさせていただきました。議案としましては、条例の一部改正が２

件、一般会計補正予算、起債に係る許可申請、工事の変更請負契約の締結、同

意案件３件、合計９件の審議をお願いいたしております。  

 いずれも慎重審議いただきまして、原案のとおり承認、可決、同意を賜りま

すようお願い申し上げまして、招集に当たっての御挨拶とさせていただきます。

よろしくお願いいたします。  

○議  長  

 これより本日の会議を開きます。  

（ブー）  

○議  長  

 本日の議事日程は、お手元に配付いたしております議事日程表のとおりです。 

 本日の議事日程の朗読を求めます。局長。  

○局  長  

 議事日程報告  議事日程表のとおり  

○議  長  

 ただいまの報告のとおり、日程表に従い議事を進めてまいります。  

 日程第１  会議録署名議員の指名を行います。  

 本定例会の会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により１番、岩﨑

議員、３番、山本議員を指名いたします。本定例会会期中、よろしくお願いい

たします。  

 日程第２  会期の決定についてを議題といたします。  

 本定例会の会期は、過般の議会運営委員会で内定しておりますとおり、本日

から６月２５日までの１１日間といたしたいと思いますが、異議ございません

か。  
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「異議なし」の声あり  

 

○議  長  

 異議なしと認めます。よって、会期は本日から６月２５日までの１１日間と

決定をいたしました。  

 続きまして、会期の内容の報告を求めます。局長。  

○局  長  

 それでは、会期の内容について御報告を申し上げます。  

 ６月１５日（火）  本会議（初日）           午前９時より  

 なお、一般質問の通告締切りにつきましては、本日午後５時となっておりま

すので、よろしくお願いいたします。  

 ６月１６日（水）  文教厚生委員会           午前１０時より  

 ６月２２日（火）  本会議（一般質問）         午前９時より  

 ６月２３日（水）  本会議（一般質問）         午前９時より  

 ６月２５日（金）  本会議（最終日）          午後２時から  

 以上でございます。  

○議  長  

 続きまして  

 日程第３  諸般の報告を行います。  

 ５月２７日に開催されました議会運営委員会の報告を求めます。議会運営委

員会委員長。  

○議会運営委員長（下中一郎）  

 それでは、報告させていただきます。  

 去る５月２７日木曜日午前１０時より議会運営委員会を開催いたしました。

案件につきましては、本日から始まりました第５回定例会の議会運営について

であります。なお、本年度の先進地視察実施について協議をいたしましたとこ

ろ、新型コロナウイルスの動向を踏まえて、当分の間、様子を見て判断するこ

とに決定をいたしました。  

 以上のとおり、議会運営委員会の報告とさせていただきます。  

 以上です。  

○議  長  

 次に、町より報告事項があります。  

 予備費の充用について報告を求めます。副町長。  

○副町長  



 

－４－ 

 それでは、報告をさせていただきます。  

 令和３年度一般会計予算の予備費の執行状況について御報告申し上げます。  

 今回は、６月７日に１件の予備費の充用を行っております。  

 内容でございます。はなさとこども園において、５月２４日の大雨により、

２階にあるゼロ歳児園児室の天井から雨漏りが発生し、緊急に修繕工事が必要

であったため、３款民生費、２項児童福祉費、１１目こども園費、１４節の工

事請負費の維持補修工事に４０万円を充用いたしております。  

 この結果、予備費の当初予算額１，３６８万円に対しまして、令和３年度の

予備費充用額は４０万円でございますので、執行率として２．９％、残額につ

いては１，３２８万ということでございます。  

 以上でございます。  

○議  長  

 次に、新型コロナワクチン接種状況について、当局より報告を求めます。住

民福祉部長。  

○住民福祉部長  

 それでは、新型コロナワクチンの接種状況につきまして御報告を申し上げま

す。  

 まず、この接種事業につきましては、各議員の皆様方の御高配を賜りまして、

本当に厚く御礼を申し上げるところでございます。ありがとうございます。  

 それでは、新型コロナワクチン接種状況について御報告申し上げます。  

 まず、１点目でございます。ワクチン接種の申込み状況についてでございま

す。  

 ワクチン接種に際しましては、６５歳以上の方への接種クーポン券を４月の

２０日に送付をいたしました。受付日といたしまして、４月の２７、２８日に

申込みを受けたところでございます。予約の受付の優先順位といたしましては、

まず、感染リスクの高い７５歳以上の方より優先的に予約の申込みを受付を行

ったところでございます。  

 次に、５月の１７、１８には、予約の対象年齢を６５歳以上とし、申込みの

受付を行ったところでございます。それぞれ各日の申込み状況につきましては、

下段の表にまとめております。日計のところで、この４日間でお申込みを頂い

た方、５，８２９名となってございます。６５歳以上の方が、この接種事業の

対象日、３月１日でございますが、７，０６１名いらっしゃいましたので、申

込みの率ということでは、８２．６％の方が申込みを頂いたことになってござ

います。  

 続いて、接種者の決定についてでございますが、今申し上げましたように、
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多くの方からの申込みが予想されたことから、混雑や密集を避けるために、先

着順ではなく抽せんといたしました。抽せんとして接種者を決めていったよう

なところでございます。また、この申込者でございますが、申込みいただいた

方、人数を精査いたしますと、電話、インターネットの両方で申込みいただい

た方、また医療機関での接種を希望され、キャンセルされた方が４６７名ござ

いました。それで、集団接種を希望された方はこの時点で５，３６２名という

ふうになってございます。現時点では、１日当たりの接種者数を増やす、また

先ほど町長の御挨拶にもございましたが、奈良県の研修医派遣による支援事業

により、５月の１８日までにお申込みいただきました６５歳以上の方全員に、

５月２２日付で、接種の日程を記載をいたしました案内のほうを送付をしてお

るところでございます。併せて、まだ６５歳以上の方でも申込みされておられ

ない方、いらっしゃいますので、集団接種を希望される方の申込みも引き続き

行っておるところでございます。  

 ２点目の集団接種についてでございます。  

 まず、集団接種ということで、会場をプリズムへぐりといたしまして、５月

の１５日土曜日よりワクチン接種を開始しております。接種については、土曜

日と日曜日に行っております。５月の接種者数につきましては９００名でござ

います。６月５日の土曜日からは、第１回目の接種をされた方、２回目の接種

の方ということで、土曜日、日曜日合わせて５４０名の接種を行うこととして

おります。併せて、奈良県の研修医派遣による支援事業によりまして、６月４

日から１１日までの間で１回目の接種を、６月２５日から７月２日までの間で

２回目の接種を、まだ少し先でございますので、実施予定をしておるというと

ころでございます。これで、１日６００人、３，６００人のワクチン接種を行

うというふうなところでございます。  

 次に、６５歳以上の方の接種状況といたしまして、６月１３日の時点で、７，

０６１名中、２回の接種を終えられた方が７１７名、１回目の接種を終えられ

た方が５，７３４名となっており、現時点で、希望された６５歳以上のワクチ

ン接種につきましては、７月の１８日の日曜日でございますが、この日をめど

に完了する予定となってございます。今後、基礎疾患のある方や医療・介護従

事者の方、６０歳から６５歳未満の方、それ以外の方への接種が始まりますこ

とから、来年２月までの間、集団接種については、継続して実施してまいりた

いと考えております。  

 また、町内の９か所の高齢者施設につきましては、各施設におきまして接種

体制を整えていただき、５月の６日から順次ワクチンの接種を実施していただ

いております。予定では、６月の１７日に完了の予定となってございます。  
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 次に、３点目の個別接種についてでございます。  

 新型コロナワクチンを全ての町民の方に、より早く接種していただくために

は、集団接種だけではなく、各医療機関における個別接種を促進していくこと

が不可欠であります。そのために、生駒地区医師会並びに町内の医療機関に対

して協力を依頼し、円滑な個別接種が可能となるように取組を進めてまいりま

した。その結果、町内の五つの医療機関で予約、接種が可能になり、５月の末

より個別接種が始まりました。個別の医療機関での接種の案内につきましては、

町広報紙６月号に掲載をしており、町民の皆様への周知を行っておるところで

ございます。  

 今の１、２、３の接種につきまして、全体の接種状況ということで、下段の

表にまとめてございます。令和３年６月１３日時点、６５歳以上の方が７，０

６１名いらっしゃるということで、それぞれ集団接種、高齢者施設、医療機関

ということで、５，７３４名の方が接種を頂きまして、１回目の接種率につき

ましては８１．２％となってございます。  

 次に、４点目でございますが、基礎疾患のある方、介護従事者、６０から６

５歳未満の方、それ以外の方への接種についてでございます。  

 今申し上げましたように、６５歳以上の方のワクチン接種につきましてはお

おむね完了の運びとなりましたが、今後、基礎疾患のある方、介護従事者の方、

６０歳から６５歳未満の方、それ以外の方への接種が必要となってまいります。

今回の接種につきましては、接種日の時点で平群町に住民票を有する１６歳以

上の方が対象となります。対象者数につきましては、括弧書きで記載をいたし

ております９，５６９名の方になります。この対象者の方に、６月１８日をめ

どに接種券をお送りする予定でございます。今回の接種につきましては、国が

定めた接種順位によりまして、記載のとおり、①から④の順位を優先して行い

ます。具体的には、７月の上旬よりこの方たちの接種ができるように進めてま

いりたいというふうに考えております。  

 なお、今回の予約方法についてでございますが、接種券に同封させていただ

いております集団接種予約はがきまたはインターネットでの予約ということで、

はがきで御予約を頂く、インターネットで御予約を頂くというふうな予約の体

制を取っております。ですので、今回より、お電話で予約をしていただく必要

はないというふうなことで考えております。  

 最後になりましたが、５点目でございます。町民の皆様への周知というとこ

ろでございます。  

 来年２月までの長期間にわたる接種事業になることから、集団接種の予約日

や接種日時などの周知、また個別接種の医療機関に関する情報などにつきまし
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て、接種方法に関する御案内については、町広報紙やホームページ、また、各

自治会の回覧等により、できるだけ丁寧な対応をしてまいりたいと考えており

ます。  

 以上でございます。  

○議  長  

 ありがとうございます。  

 これより質疑に入ります。山口議員。  

○７  番  

 単純なことをまず聞くけど、６５歳以上、３月１日現在としてるけど、クー

ポンを送った数はこれより多いわけやろう。来年の３月３１日までに６５歳以

上になる人やから、ちょっとその辺は正確にしないと駄目なんじゃないかな。

要するに、どれだけの人数が行ったかという。いや、実際にそうでしょう。だ

から町長にも行ってるわけでしょう。うちの奥さんもそうですけど。だから、

その数で言ってくれないと、正確な数字出ないでしょう。それでいくと、また

次に、６４歳以下の人の数もこれ変わってくる、１６歳までの数も変わってく

ると思うから、ちょっとその辺、正確にしてほしいのと、それから、今後７月

から６４歳以下が始まるということなんですけど、ここには個別接種、各医院

での接種のことが今全く説明なかったんやけど、その辺はもう既に当然、今、

６５歳以上の人については町内の医院でやられてるということですけども、そ

の辺はどうなるのか、そこもちょっと、もう決まってるならちょっと説明して

いただけますか。  

 これちょっと、全部、今言った数字、本来クーポンを送った数でいくべきや

から、それは書き直して、ちょっと議会中に作り直してほしいと思いますが、

その点もどうですか。  

○議  長  

 住民福祉部長。  

○住民福祉部長  

 山口議員の御質問でございます。  

 この接種事業についてでございますが、基本、国の考え方といたしましては、

２月中、今年度２月までに全ての接種を終えるということになってございまし

て、対象者がそれぞれ、その２月時点で６５歳であったりとか１６歳であった

りとかいうふうな年齢要件を、いわゆる俗に我々の年度ではなく、３月から２

月というふうな一つのくくりをしておりますので、その中での、その２月まで

での接種対象者、その要件年齢に達せられる接種対象者ということで、俗に言

う町民の方の検索、拾い出しを行った上でクーポン券を送っておるというふう
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な状況でございます。  

 ２点目の各医院での接種状況というところでございますが、６月の広報紙で

どの時点でということで、どの医療機関がどういうふうな形で接種をされてい

るということを御案内申し上げてるところでございます。これはあくまで町内

の医療機関の情報ということで、町内の医療機関、町内の先生方との協議の中

でということでございますので、正直申し上げまして、他の市町村の医院の状

況というのが、正直我々、今のところ、つかみ切れてないところもございます

ので、そこにつきましては、どういう形で整理ができるのか、ちょっとまだ非

常に不明瞭なとこもございますので、そこは、何かの形で町民の方に情報提供

できるような機会があれば対応してまいりたいというふうには考えております。 

○議  長  

 山口議員。  

○７  番  

 いやいや、だから数をね、今の答弁やったら分からへんやんか。それは２月

まででも構へんけども、クーポンを送った数でないと正確な率とか出ないわけ

でしょうという話してるわけや。別に何も今年の３月３１日の人数で分母にす

るのはおかしいでしょうという話をしてるんであってね。だって、クーポン券、

４月に送った数というのは分かってるわけでしょう。それが来年２月って言う

たけど、僕が聞いてたのは３月３１日、年度内に６５歳になる人全員に送った

というふうに聞いてたんですけど、２月までなら２月まででもええけども、じ

ゃあその人数を前の資料では書いてあったわけですよ。いつもらったか忘れた

けど、書いてあったのは書いてあったのよ。だから、それでいかないと、だっ

て６４歳の人も、まだ６５になってない人も既に打ってるんだもん。だから、

そういうふうにしてほしいということと、それともう今月送るんでしょう、ク

ーポン券を。そしたら、そこに書くのに、もう集団接種しかないということで、

今の話やったら、今の段階では書くしかないということならないでええけども、

また途中から個別接種もいけますよということにね。これ、順番に予約取って

いくということやから、１、２、３、４とあってね、４の一番普通、普通って

何も基礎疾患もなければ介護にもついてないと、そういう人たちについてはも

っと遅れて来るわけやから、その頃には個別接種ができるようになってるかも

わからへんし、その辺もちょっと書いてあげないと、クーポン券は早う来てる

けど、順番書いてあるけど、集団接種がないんかどうかというのは、そこも分

からないと、今の話ではね。その辺をちょっとちゃんとしてほしいと。今分か

らないなら分からないと。分かり次第、周知しますということでするならそれ

でええんですけど、その二つね、その二つに答えてほしい。  
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○議  長  

 住民福祉部長。  

○住民福祉部長  

 山口議員の御質問でございます。  

 クーポン券を送らさせていただいた数字、以前議会のほうにもお出しさせて

いただいた数字、ちょっとすみません、そこの部分について、私今、数字把握

しておりませんので、先ほど申し上げました対象者の方ということで、７，０

６１であるとか９，５６９という数字を申し上げましたが、そこともう一度精

査はさせていただきます。違いがあるようでしたら、また御報告申し上げたい

と存じます。  

 ６４歳以下の案内を送らさしていただくときの個別という部分でございます

が、当然、６４歳以下の接種券をお送りさせていただくときにも、集団で受け

られますか、個別で受けられますかというふうなことでの、一つの接種の選択

肢ということで記載はさせていただいております。ですので、６４歳以下の方

でも、今申し上げました町内の医療機関で接種できるとこもございますので、

そういう情報につきましては、同封しておりますリーフレットの中で病院名等

を記載をさせていただいて御案内させていただいているところでございます。  

 以上です。  

○議  長  

 森田議員。  

○８  番  

 予算のときにちょっとお願いしようと思ってたんですけども、ある住民の方

から、自治会に入ってないと。今、御説明ではですね、町広報とか自治会回覧

で周知徹底を図るということだったんですけども、その方いわくですね、きっ

ちり税金も払ってるのに、何ら連絡が入らないと。クーポン券を送られて分か

ると思うんですけども、私もちょっと分からないんだけども、いい方法を見つ

けていただかないと、落ちこぼれと言うたら表現はよくないんですけども、そ

ういう周知が図れない方が、コロナのこの感染は非常に重要事項ですので、い

い方法を考えていただきたい。それはお願いですけども、私もちょっとどうい

う方法があるかというのは分かりませんが、ぜひとも、自治会に入っておられ

ない方の周知方法について、これだけじゃなく、今後こういうことが発生する

可能性があると思いますので、一度御検討をお願いしておきたいと思います。

よろしくお願いいたします。  

○議  長  

 御答弁要りますか。  
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○８  番  

 答弁要りません、要りません。  

○議  長  

 馬本議員。  

○１２番  

 まずね、集団接種、これいろいろ、第１回目の表を見させていただいて、８

１．２％、この数字についてはね、非常に、町長はじめ担当者並びに関係者、

多くの平群町の職員がプリズムに行って、私もちょっと見ましたけども、一生

懸命接しておられる姿、これは私は感銘しました。本当にいろいろ、いろんな

御意見持っておられると思いますが、私はね、感謝を申し上げたいということ

で、今挙手をいたしたわけですが、今後、またより一層事故のないように、ひ

とつよろしくお願いしたいなというふうに、町長、また関係職員さん、また平

群町全体の職員さん、よろしくお願いを申し上げます。私は感謝と今後のお願

いだけここで発言しておきます。よろしくお願いします。  

○議  長  

 恐れ入りますが、お声を上げて言っていただけますでしょうか。稲月議員。  

○５  番  

 今、馬本議員のほうからもおっしゃいましたように、このワクチン接種につ

いては、本当に職員一同、皆さんが力を合わせて、本当に、担当の部署の方た

ちはもちろんのこと、本当に御努力いただいたということは感謝をさせていた

だいております。私も何度か見に行かしてもらって、住民さんたちの声も聞か

してもらったんですけども、本当に頑張っていただいたなというのはありがた

いというふうに思っております。  

 それと、１点、４のところですね。今後の６５歳未満の方たちの接種につい

て、クーポンを発行するということですが、基礎疾患のある方、介護従事者と

いうことで書かれているんですけれども、障がい者の施設、グループホームも

大空がやっておられますし、大空のような作業所というか、正式名はちょっと

忘れたんですけども、作業所など数か所ありますし、放課後デイをやっておら

れるところもあります。以前にも私、申し上げましたけれども、障がい者の方

たちというのは、なかなか感染防止の理解をしていただくことというのは、非

常に介護のところでも共通なんですけども、あるわけで、その辺では、特にや

っぱり予防していくということでは大切な職場であると思います。その辺もぜ

ひここに特記をしていただいて、優先的というか、少しでも早い順番で接種が

できるようなことをしていただきたいというふうに思っています。  

 それともう一つ、これも以前に申し上げたんですけども、手話通訳者の方、
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これもマスクができないというような状況で、濃厚接触、皆さんがかかってお

られるわけじゃないんですけど、人との接触がかなり密になるというとこら辺

で、非常に不安を持っておられるということも申し上げたと思うんですけども、

そういったお仕事なりボランティアの活動をされている方たちなんかも特筆し

ていただきたいなというふうに思います。答弁してください。  

○議  長  

 住民福祉部長。  

○住民福祉部長  

 それでは、稲月議員の御質問にお答えさせていただきます。  

 今、現時点で、６月１８日ということで一つのめどにしておりますが、６５

歳未満の方に接種券を送付させていただく予定でございます。今日述べさせて

いただきましたのは、１から４まで、基礎疾患の方、また介護施設等で従事さ

れておられる方、６４歳から６０歳の方ということで、一定国の指針に基づき

まして、一定の優先順位というところでございます。ただ、今議員お述べいた

だきました方たち、いわゆるエッセンシャルワーカーと呼ばれているような方

たちでございますが、各自治体におきましても、それぞれ、やはりこういう職

種の方については優先順位をということで接種をされておられるところもござ

いますので、ちょっとその辺につきましては、まだ私どもといたしましても、

今６５歳以上の方の接種、またそれ以下の方の接種の準備ということで対応し

ているところで、なかなかそこまできめの細かい対応というのができ切れてな

いというのが現状でございます。今、議員のほうから頂きました御意見賜りま

して、今後ちょっと接種の対応も含めて考えてまいりたいと思っております。

ちょっと、どういった形でどれだけの方が集団接種をされる、個別接種に行か

れるというのがまだ全然見えてないような状況でございますので、その辺も踏

まえて検討させていただきたいというふうに考えております。  

○議  長  

 ほか。植田議員。  

○６  番  

 今、稲月議員のほうからもあったんですが、私も、それに加えて、やっぱり

保育の関係のところはぜひやっていただきたいなというふうに思っています。  

 それとね、ここに書かれてる、今回の接種は平群町に住民票を有するという

形になってるんですけども、当然平群町の各施設で、平群町、ここで書かれて

るように介護従事者となれば、町外の方でも勤務をされているという状況があ

ると思うんですけども、そういう方たちも対象になってくるんですか。この住

民票があるということを書かれてたら、その方たちはその対象ではないという
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ふうに考えてしまいがちなんですけれども、現在、５月の初めから、町内の介

護施設については、そこに従事をされている方たちの接種もやられたんですけ

れども、この場合は、町外でもその対象として接種ができているのかどうか、

ごめんなさい、この点についてもちょっとお聞きをしておきたいと思いますし、

今後どういうふうな形にしていくのか。先ほど質問させてもらった、町外であ

ってもそういう従事者の方が平群町におられる場合は対象となるのかどうか。

よろしくお願いします。  

○議  長  

 住民福祉部長。  

○住民福祉部長  

 植田議員の御質問にお答えさせていただきます。  

 まず、町内の高齢者施設で従事されておられる方ということでございます。

接種状況の中で、町内９か所の高齢者施設の状況ということで御説明申し上げ

たところでございます。ここにつきましては、当然入所されておられる方が、

全てが全て町内の方ではございませんので、まず、入所者につきましても、町

内外問わず接種のほうは行ってきたというところでございます。また、介護従

事者につきましても、あくまでこれは施設単位の一つのくくりということでご

ざいましたので、介護従事者の方に、その施設で従事されておられる方につい

ても、当然町内の方ばかりとは限りませんので、そういう方についても接種を

行ってきたというところでございます。  

 今後につきましては、全て、もうどこの市町村もそんなにタイムラグがない

ような形で、全ての方に接種券が行き渡るというふうに考えておりますし、こ

れから６５歳未満の方につきましては、それぞれの施設のくくりでございませ

んで、各個人個人がどういうふうな形で接種をされるのかというふうになって

まいりますので、そこは、住民票を置いておられる市町村の優先順位に従って

それぞれの方が接種をされるというふうに、まず理解はしておるところでござ

います。  

○議  長  

 植田議員。  

○６  番  

 全国的に、それぞれの自治体がこれから広がっていくということで、できる

だけそういうタイムラグがないような形で受けれる状態をつくっていただきた

いし、先ほど言ったように、とりわけ密着を必要とする職種につかれている方々

の接種がやっぱり早く進むように、平群町としても力を注いでいただきたいと

いうふうに思います。  
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 それともう１点、個別接種もこれから広がっていくというふうには思われる

んですけれども、平群町でも５医療機関が個別接種の対応をしていただいてる

という状況なんですけれども、個別接種って最初のときは、基本的にはかかり

つけ医という状況の中で、安心して受けてもらえるという状況が、あると思う

んですけれども、私自身はかかりつけ医は王寺の先生なんですよね。接種券が

来ても、安心して受けようと思ったらかかりつけ医で受けたいんやけども、私

の場合はやっぱり平群町の、個別接種の場合はそこで受けるという形になるの

か、今後、もう少し広がっていくような状況というのがあるのかどうか、そこ

ら辺はどうなんでしょうか。  

○議  長  

 住民福祉部長。  

○住民福祉部長  

 ただいまの植田議員さんの御質問でございます。  

 町内の個別接種につきましては、今、五つの医院ということで、それぞれか

かりつけ並びにそうでない方も接種いただけるという形で、各先生方、病院の

ほうとも協議をさしていただいてるところでございます。町外にかかりつけの

先生がいらっしゃる方というのも、相当数、町民の方にはいらっしゃるという

ふうに思っております。そこは、いわゆる予防接種、今回のこのコロナワクチ

ンの接種の基本的なガイドラインといいますか、考え方では、そういった方に

ついても、かかりつけ医、お医者さんの判断によるところも相当ございますの

で、今議員から御質問いただいたこと、一般の町民さんからも御質問いただい

た場合なんですけども、接種券はもう既にお送りさせていただいておる状況と

いうことでありましたら、一度そちらのほうの先生に御相談というのをよく申

し上げております。当然、町外でかかりつけの先生がいらっしゃるということ

は、何がしかの基礎疾患であったりとか、慢性的な病気をお持ちの方が大半か

なというふうに思っておりますので、そういった方につきましては、かかりつ

けの先生の指導の下、どこで接種できるかというのはよくあるケースでありま

すので、そういう御質問を頂いたら、１度お医者さんに御相談くださいという

ふうな回答はさせていただいているところでございます。  

○議  長  

 山田議員。  

○９  番  

 ４番のところでちょっと確認をしたい。  

 先ほど稲月議員も質問があったんですけどね、これまでの集団接種と個別接

種の中で、スムーズに進みましたというのは、６５歳以上というくくりがあっ
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て個別接種もスムーズに進んだと思うんですけど、今の話のこの４番の流れの

中では、１から４の順に優先順位をつけるということなんですけど、集団接種

の場合は行政側でその判断が、いつから１から２に移行して、２から３にいつ

移行するということが判断できるでしょうけど、個別接種の場合は、各医院で

の判断となってくるとですね、いつからいつまでが①の方で、いつからいつま

でが②ということの指示をしないと混乱を招くんではないかなと思うんです。

各お医者さんの判断となってくるとですね、④の方が、もうあそこの病院行っ

たら打てるよ、集団接種では無理ですよと。今まで、６５歳以上のほうが人数

的にも少なかったんで、周知案内も打つ時期もスムーズだったのでそういう混

乱はなかったと思うんですが、今後混乱を招く可能性があると思うんですけど、

その点はどうですか。  

○議  長  

 住民福祉部長。  

○住民福祉部長  

 山田議員の御質問にお答えさせていただきます。  

 すみません、先ほどの御質問、ちょっと私のほうの言葉不足で申し訳ござい

ませんでした。それぞれお医者さんの判断というふうに先ほどの植田議員の御

質問の中で申し上げましたのは、例えば、かかりつけのお医者さんが町内にい

らっしゃって、その方にずっと見ていただいておられる町民の方がいらっしゃ

る、その方の接種はどうなんだという部分での御説明でして、すみません、ち

ょっと言葉足らずなところがございまして。今、山田議員に御質問いただきま

した、今回、基礎疾患のある方、介護従事者、６０から６５歳未満の方につい

てでございますが、特に基礎疾患がある方とかいう部分については、どこでど

う判断をするのかというふうな御質問かなというふうに理解しております。そ

こはもう、正直申し上げまして、基礎疾患があるなしについては、当然今回、

接種の御案内を出させていただくときに、基礎疾患とは何ぞやということで、

簡単な御案内をつけさせていただいておりますが、基本的にはそれぞれの方の

自己申告になりますので、私は基礎疾患がある、集団で受けたいというふうな

申出がございましたら、それはそれで個人の方の申請ということで、そこで優

先順位をつけていくというふうな形になろうかと。介護従事の方につきまして

も、私は介護従事者ですということで、返信用のはがきの中でひとつ意思表示

していただきましたら、そういう形での対応ということになるところでござい

ます。あくまでも自己申告というふうな対応になってございます。  

○議  長  

 山田議員。  
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○９  番  

 いや、そんなこと言ってるんじゃないんです。これの今の文章の流れでいく

とね、集団接種の場合は、行政が①から④で、あなたは①ですよ、あなたは②

ですよと申告を受けても判断できますが、個別接種の場合は、お医者さんが判

断するんであれば、例えば７月頭から６５歳未満の第１回目がスタートしたと

するじゃないですか。スタートした時点でもう④の人が個別接種でいけるんで

すかという話ですよ。そうすると、６５歳未満が全てもう、個別接種であれば

接種してもらえるのかということです。優先順位関係ないじゃないですかとい

うことになって、個別接種であれば。集団接種は行政が判断できるけども、個

別接種は、いつから④の方、打っていいんですかという判断が個々のお医者さ

んの判断であれば、こんな順番ないのと同じじゃないですかということを言っ

てるわけですよ。個別接種の場合ですよ。そうすると、混乱を招く可能性があ

りますよと言ってるわけですよ。その辺はどう考えられてますかということで

す。  

○議  長  

 住民福祉部長。  

○住民福祉部長  

 山田議員の御質問にお答えさせていただきます。  

 今議員お述べのとおり、基本的には、集団というのは、一定町の関与性も高

いような接種手法でございますので、個人さんからの自己申告とはいえ、一定

の采配といいますか、基準というのはつくれるのかな、順番はつくれるのかな

というふうなことでございますが、まず、集団ではなしに個別接種で受けると

言われた方につきましては、正直、町のほうとしましても、どういう状況で、

どこの病院でどんな疾患があってみたいなところまで把握できるような仕掛け

といいますか、システムになってございませんので、そこは個人の方が病院に

行かれて、どういうふうな自身の接種の状況を申し上げられて受けられるとい

うふうになりますので、ちょっとそこはなかなか行政としても、個別の医院で

受けられる方の優先順位までは、少し今の現時点では順位をつけられないとい

うのが現状でございます。  

○議  長  

 山田議員。  

○９  番  

 ちょっとすみません、僕の質問が悪いか分からんけど、クーポン券が届いた

時点で、そしたら個別接種では、もう届いた人は、全ての方がお医者さんの判

断でワクチン接種していただけるということでいいんですよね。優先順位は個
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別接種と関係ないということですよね。基礎疾患とか関係ないんですよ。ここ

にある④の方というのは全ての方ですから、全ての方が、クーポン券が届いた

時点で個別接種であれば受けれるという、そういう理解であればそれでいいん

ですよ。混乱を招くというのは、殺到するんじゃないかなということだけなん

でね、個別接種のほうにね。集団接種のほうは多くの人が受けれるのに、そう

やって①②③と優先順位を区切っていくが、個別接種のほうは全ての方が受け

れる。そうすると、そちらのほうに住民の方が殺到して混乱を招くのではない

かという危惧をしただけなんですよ。そこは整理せんでいいんかなということ

だけです。基礎疾患関係ないんです。だから、届いた時点で全ての方が、もう

個別接種であれば受けることが可能だという理解でいいんですね。  

○議  長  

 住民福祉部長。  

○住民福祉部長  

 山田議員の御質問にお答えさせていただきます。  

 少し私の説明も言葉不足なところで大変恐縮でございます。申し訳ございま

せん。  

 基本的には、今おっしゃっていただいたとおり、町のほうから接種券を送り

ます。私は集団には行かない、個別で接種をするということで御希望された方

は、町のほうにははがきは返ってきませんので、個別の対応ということで、行

政のほうは判断をしますと。次に、それぞれそしたら個別の医療機関に行かれ

たときの優先順位ということなんですけども、当然今申し上げました基礎疾患

のある方、介護従事者の方、６０から６５歳未満の方というのは、こういうふ

うな優先順位をつけていって接種をするものだというのは、当然それぞれの医

院の先生方も御承知いただいております。そこはこういうふうにして接種をす

べきものやというのは、お医者さんたちは知っておられるということはまず一

つあると。その上で、そこの病院に行かれた接種希望の方に対してどういう判

断をされるかというのがひとつ病院のことなのかなと。  

 当然、病院におきましても、基礎疾患の方なり、またそういう方は優先して

やってくださいというふうなアナウンスは当然行政のほうからもします。ただ、

そこから先の部分につきましては、なかなか個人のかかりつけの先生と個人の

方との状況になってくるかと思いますので、なかなかそこはちょっと町として

も、どうなんだというのは言いがたいところは正直ございます。  

○議  長  

 井戸議員。  

○４  番  
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 付け足し、付け足しになってしまうんですが、今植田議員のおっしゃったよ

うに、保育関係と言われましたけども、さらにやっぱり教育関係ですね、特に

接触が多い子ども、保育、幼稚園の担任の先生であったり、小学校もそうです

よね。小学校も、低学年だったらトイレの介助から食事までしますから、その

担任の先生、これは町外の方も多いんですが、やはりそこは、平群町で働いて

るということで優先していただきたいなと。中学校もそうですね。あと、学童

保育。これだけじゃなく、もちろん一般の方となればかしのき荘に勤めておら

れる方とかも含めてですね、そういう人と接する、私としては、この４の順番

で言うと、介護従事者レベルのところにこの教育関係は置いてほしいなと思い

ます。これはあくまでも要望ですので、よろしくお願いいたします。  

○議  長  

 御答弁よろしいですか。  

○４  番  

 はい。  

○議  長  

 下中議員。  

○１１番  

 ５番の件でちょっと少しお伺いいたします。  

 長丁場ということですねけども、先ほど馬本議員からありましたように、事

故のないようにというのが願ってるところですが、初めは緊張しているので、

何とかうまくいってるというところですけれども、これ、だらだらとなってい

くとその緊張もほぐれて、やっぱりいろんなことが起こると思いますので、そ

の辺の注意点、何かあればよろしくお願いしたいと思います。  

 それとね、いろんな情報が錯綜してくるということも考えられますので、正

確な情報をできるだけきちっと丁寧に伝えるということが大事ですので、その

点について、いかがお考えですか、よろしくお願いいたします。  

○議  長  

 住民福祉部長。  

○住民福祉部長  

 下中議員の御質問でございます。  

 いろいろと接種につきましては御高配賜りましたこと、まず申し上げます。  

 当然事故のないようにということで、御心配を頂いておるところでございま

すが、やっぱりこういうふうな接種事故というのは、今現在におきましても、

マスコミの報道等でもいろいろとこういうことがあったということで取り沙汰

されておるような状況でございます。町におきましても、これは人命に関わる



 

－１８－ 

ことでございますので、あってはならないことやというふうな認識の下、接種

については細心の注意を払って、また様々、複数の人間がそれぞれチェックを

していって、その接種までするというふうなことで、今対応してるわけでござ

います。ここにつきましては、もう何といいますか、本当に注意してやるとい

うことしか申し上げにくいところでございますが、そこについては、細心の注

意を払って、今後の接種に向けて対応してまいりたいというふうに考えており

ます。  

 町民の方に対しての正確な情報ということでございます。基本的には、この

接種につきましては、国の一定の指針などがございます。それは、接種券をお

送りさせていただくときに、いろんな刊行物、またリーフレットという形でお

送りもさせていただいております。とりわけやっぱり今、接種後の副反応とか

いうことで、御心配いただく方も接種会場で多々おいでになりますので、そう

いう方につきましては、接種後、簡単なものなんですけども、リーフレットを

持っていただいて、何かあったらここに電話してくださいというふうな対応も

常々行っておるところでございます。いずれにいたしましても、そういった部

分については細心の注意を払って取り組んでまいっていきたいというふうに考

えております。  

○議  長  

 下中議員。  

○１１番  

 いろいろと申し上げましたけれども、きっちりとよろしくお願いいたします。 

○議  長  

 ほか、ございませんか。長良議員。  

○２  番  

 この新型コロナワクチン接種、本当に役場の方、皆さん御努力されているの

を何度か行かしていただきまして感じております。どうもありがとうございま

す。  

 部長に質問したいんですけれども、今回、２回接種が原則ですので、１回来

ていただいて、次もう１回来ると。今、山田議員もいろんな、若い年齢に入っ

ていったときに、国の施策が、このまま順当に２回接種のワクチンでどんどん

いくと、来年の２月までずっと２回接種が原則なのか。逆に、僕が新聞で読ま

してもらったのは、１回接種で終わるワクチンも出てきたと。このときには、

若い子は１回のワクチンで終わるんじゃないかなというのを新聞で読ましてい

ただきました。こんだけ２回接種でクーポン配って、ちゃんときっちり数字を

追ってね、取りこぼしのないように、住民の皆さんにケアされてるのは、重々
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僕、皆さん方の御苦労、自分なりにも感知させていただいてるところなんです

けれども、行政、国民の皆さん、平群町の皆さんに喜んでもらうように、皆さ

ん、創意工夫してる中に、時期が来て、どんどん進めば、１回接種のワクチン

を使うというときももし来るならば、我々議会議員に、先にいろんな形で、変

化が生じたときに常に御報告いただければ、山田議員や馬本議員のようにね、

やっぱりいろんな情報、森田議員もそうなんです、こうやって聞こえてこない

人もいてる中でね、やはり１万８，０００人の町民を預かる行政として、皆さ

んくまなく、こうやってやってる、努力してるんやという成果を分かるために

も、ぜひとも、刻々と進む変化あるものについては、できれば早めに教えてい

ただければ、我々議員、家の周り、町民の方々と接する中でね、今こんな状況

やでと教えてあげれると思いますんで、申し訳ないですけれども、刻々と進む

変化があれば、御報告願うことを僕はお願いしたいと。どうぞよろしくお願い

します。  

 もう別に答弁、あったらお願いします。  

○議  長  

 住民福祉部長。  

○住民福祉部長  

 それでは、長良議員の御質問にお答えさせていただきます。  

 現時点でという部分で、私もちょっとそういうふうな医学的な知見は持ち合

わせてないもので、非常に恐縮なんですけども、現時点では、今のワクチンで

は２回接種というのが原則になってございますので、当然、今後クーポン、接

種券を送らせていただく方につきましても、２回が原則ですよということでア

ナウンスのほうはさせていただく予定はしております。こういうものってやは

り日進月歩の世界でございますので、特に医学、またこの病気についてはとい

うことで理解しておりますので、当然何か、新しいワクチンであったりとか、

新しい接種方法であったりとかいうのが出た時点では、当然私どものほうの接

種体制にも大きな影響を及ぼすことでございますし、また、それに伴いまして、

実際に受けていただく住民の方への周知というのも当然必要になってまいりま

すので、そういうことも含めて、何か大きな、今議員おっしゃっていただいた

ように、新しいワクチンで１回で済むようなみたいな、そういう状況なりが出

ましたら、その部分につきましては議会のほうにも御報告申し上げまして、状

況報告を併せてさせていただくところでございますので、引き続きどうぞよろ

しくお願いいたします。  

○議  長  

 ほかに質疑ございませんか。稲月議員。  
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○５  番  

 すみません、何度も。  

 １点ちょっと聞いておきたいんですけども、かなり重い病気をお持ちの方で、

在宅の方、１件ちょっと遭遇をしたもので、聞かしてほしいんですけども、そ

ういう在宅で、その方は、気管切開をして人工呼吸器の装着をされてると。し

かしながら、在宅での看護、それと介護、両方やっておられるんですけども、

その方を接種に連れていくということで段取りをしたという、もうその方につ

いては、もう多分行かれてると思うんですけどね、高齢者でね。非常に大変な

思いをして、車の段取り、それに関わる人の段取りね、それをして連れていか

れてるんだろうというふうに思ったんですけれども、往診で対応するというよ

うなことがなかなかしてくれないということで、先生とも相談をしたけれども、

それは無理やということで言われたということで、非常な思いをされてそうい

う段取りをされてたんでね。今報道、テレビなんか見ていると、何件か、広域

で、１日に、あれって６人分か７人分ですよね、１本を開けると。それを、順

次１０本ずつとかいう具合で何とかやりくりをして訪問で接種をするというよ

うなことをやってるところもあるというふうな報道もこの間見てますのでね、

そのようなことの相談は、町のほうに今現在あるのかないのかというのが一つ

ですね。  

 それと、ある場合ね、やっぱりそういうことも医療機関と御相談していただ

いてね、何とかそれ、そんな人まで連れていかなあかんのかというのがあるん

でね、訪問で対処できるような方法というのを、やっぱりそれは行政が関わっ

て広域でやっていかへんかったら、一医療機関だけで解決できないというふう

に思いますので、その辺ちょっとお聞かせください。  

○議  長  

 住民福祉部長。  

○住民福祉部長  

 ただいまの稲月議員の御質問でございます。  

 確かに、おっしゃっていただいてる状況というのは、多分恐らくテレビの報

道等で、私もそういうのをニュースで見た覚えがございます。１人の先生がシ

リンジに薬を充塡されて、それを持って各家を回られる。それも、時間帯を決

めてやられるというのは、そういうふうな医療機関があるというのは承知して

おります。ただ、今回うちの自治体がやっておりますのは集団接種ということ

でございますので、あくまで集団ということですので、一つの接種会場を決め

て、そこにお越しいただくというのが大原則になってございます。なかなか、

いわゆる在宅医療に関わってというのは、行政単独ではできないような業務で
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ございますので、そこにつきましては、いろいろと住民の方の御意見も頂いて

いるところでございます。今のところ、何かどうしたらいいというふうな答え

は持ち合わせてないんですけども、今おっしゃられたように、かかりつけの先

生に御相談いただいて、何か対応ができるようなことがあれば、今後の一つの

検討課題として考えていきたいなというのが現時点での答えかなというふうに

なってございます。  

 以上です。  

○議  長  

 山口議員。  

○７  番  

 部長、今そう言ったけど、ちょっと県に相談したらいいんじゃない。だって、

奈良県全体で、それは平群だけじゃないからね。そういう場合どうするか、県

単位で考えてやってもらったほうがいいわけでしょう。そんな、今は持ち合わ

せてないとか、それはええけど、そういうことこそ広域行政が大事になってく

るんでね。それを県に相談したらどうですか。  

○議  長  

 住民福祉部長。  

○住民福祉部長  

 山口議員の御質問でございます。  

 今おっしゃっていただきましたように、いろんな方面でいろんな知見を借り

るというのは非常にいいことやと思いますので、一定そういう部分につきまし

ては、また県であるとかお医者様等に御意見を賜りながら、一つの考え方にし

たいなというふうには考えております。  

 以上です。  

○議  長  

 稲月議員。  

○５  番  

 そのように、ぜひ広域で考えていただいて、ちょっとでもやっぱり救ってい

くというのをやってほしいというふうに思うんですけども、今現在そういうケ

ースでお困り事の声が町のほうに届いてるかどうか、そういうのがあるかどう

かもちょっとお聞きしたんですけど、その辺ではどうなんでしょうか。  

○議  長  

 健康保険課長。  

○健康保険課長  

 今のような事例は聞いてはおりませんが、各医院個別の先生で往診に行って
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おられる方がおられます。その方は往診で対応しているというところで聞いて

おります。  

 以上です。  

○議  長  

 稲月議員。  

○５  番  

 往診で対応しておられるということは、往診で接種をするということで対応

していただいてるということですか。ちょっと分からなかったんで。  

○議  長  

 健康保険課長。  

○健康保険課長  

 おっしゃるとおりで、今までかかりつけの方を往診で見られてたと。その方

を在宅で接種しているということでございます。  

○議  長  

 質疑、ほかございませんか。  

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら、次に、令和２年度平群町一般会計繰越明許費繰越計算書

の報告を求めます。総務部長。  

○総務部長  

 繰越明許費繰越計算書について報告  

○議  長  

 以上で諸般の報告を終わります。  

 １０時２０分まで休憩をいたします。  

（ブー）  

休    憩  （午前１０時０５分）  

 

再    開  （午前１０時２０分）  

 

○議  長  

 それでは、休憩前に引き続き再開をいたします。  

（ブー）  

○議  長  
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 日程第４  承認第５号  専決処分の承認を求めることについて  

（令和３年度平群町一般会計補正予算（第１号）に

ついて）  

を議題といたします。  

 議案の朗読を省略し、提案者の提案理由の説明を求めます。総務部長。  

○総務部長  

 承認第５号  提案理由説明  

○議  長  

 これより本案に対する質疑に入ります。井戸議員。  

○４  番  

 ちょっとお聞きしたいんですが、このＰＣＲ検査センターですね、ちょっと

私も今回の一般質問にも少し絡んでおりまして、これＰＣＲ検査センター、４

町によるということなのですが、具体的にどのような方が受けれるのでしょう

か。チャンスがある方ですね。郡山保健所との関係性といいますか、この辺、

お答えお願いします。  

○議  長  

 健康保険課長。  

○健康保険課長  

 検査の対象者でございますが、郡内医療機関及び保健所からＰＣＲ検査が必

要だという紹介のあった方で、ドライブスルー方式を採用しておりますので、

車で来場できる方となっております。  

○議  長  

 井戸議員。  

○４  番  

 全協でしたっけ、かなり数が少ないということだったんですけども、これ、

ちょっと絞り過ぎなんじゃないかと。お医者さんがどこまでなんですけど、あ

んまり言い過ぎると一般質問の中身がなくなっちゃうのであれなんですが、検

査センターで医師でいけたわけですので、聞きたかったのは、さらにここで例

えばですけども、固定費は必ずかかると思うんですけども、もし分かればいい

んですけど、１人増えれば、どれぐらいのコストがアップするのか。１人当た

りというよりも、１人増えればですね。固定費を除いて、今６０人だったとす

れば、これが６１人になった場合、プラスアルファでどれぐらいかかるかとい

うのをちょっと教えてほしいです。  

○議  長  

 健康保険課長。  
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○健康保険課長  

 すみませんが、詳しい情報というものは持っておりませんので、また改めて

聞いてみたいと思います。  

○議  長  

 稲月議員。  

○５  番  

 井戸議員の質問されたことに引き続いて、ＰＣＲ検査のセンターのこととＰ

ＣＲ検査のことで若干聞かせてほしいんですけども、この休日救急診療所にＰ

ＣＲ検査ができるセンター、一旦休止をしていたのを再開するということにつ

いては非常に結構なことだというふうに思いますし、大きく評価をしたいなと

いうふうに思ってるんですけども、先ほど井戸議員のほうからもおっしゃった

ように、検査数が、前回開けられてたときは非常に少なかったということで、

今の対象者のとこら辺も、保健所、また医師からの紹介のあった人のみという

ことでおっしゃっていただいたんですけれども、これの拡大をやっぱりまずせ

ないかんというふうに。でないと、何のためにこういう検査機関を、つくる意

義がないというふうに私は思います。拡大をしていただきたい。医療機関から

の紹介だけでなくてね、必要がある、この前、私も全協のときにも言わせても

らいました、施設から、そういう検査をしてこないとその施設に入れたれへん

でというようなね、言い方はまずいですけども、そういった、必ずしていかへ

んかったらあかんというようなね、そういう方たちもたくさんおられます。必

要な方については、必ずやっぱりやれると。ここでやれるのが一番いいと思う

し、ここで、全て保健所での検査というのかな、それがパンク状態にあるとい

うのも知ってますし、民間のキットを利用した検査をしてもらうとかね、その

辺も利用しながら拡大をするということ、これもうちだけで判断できないかも

しれないですけども、ぜひそういう話合いを進めてほしいというふうに思って

ます。  

 例えば、前回の全協の中でも話がされていましたけども、学校で感染者が発

生した場合、そこのクラスだけしか検査をしないというね、それは保健所の指

導の下でそういうふうになってるんでしょうけれども、今、このワクチンの接

種も進んで、大分感染者の数というのは、一時的であるかもしれないですけれ

ども、新規感染者は非常に下がってきてるという現象が現れています。こうい

う時期だからこそね、ワクチンの接種は重点に置いてやってもらわないかんの

ですけれども、それと併せて検査体制、これを拡充をしていくことの重大さ、

重要性、本当にこの感染者を封じ込めていくための手段であるということでは、

ＰＣＲ検査の拡充をしていただくために、このＰＣＲ検査のセンターを十分に
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活用できるようなことをもっともっと積極的に考えていただきたいし、やって

もらわなあかんというふうに思っています。  

 それでですね、一つ、前回の全協のときに私がお尋ねをしてたことで、ＰＣ

Ｒ検査の社会的検査ですね、これを進めていくために、奈良県がね、予算を、

一旦２０億をつけてたのが、新たに２０億円追加されて、どうも４０億円程度

の予算を奈良県全体でつけたというふうに聞いてるわけですけれども、その辺

の使い道ですね、各自治体にどのように社会的検査をするようにという指導が

されてるのかというのはお尋ねをしたんですが、ただ、資料を持ち合わせてな

いということでお返事いただいて、その後、ワクチンの接種で非常に多忙を期

してはったのでね、聞くのも非常に気の毒やなというふうに思って、主幹には

聞いたんですけども、そこではちょっと分からなかって、なかなかよう尋ねへ

んかったことがあるんで、その予算の使い道も含めて拡充ができないのかとい

うことでお尋ねをします。  

 ごめんなさい、ちょっとだらだらなりました。  

○議  長  

 住民福祉部長。  

○住民福祉部長  

 それでは、稲月議員の御質問にお答えさせていただきます。  

 大きく２点、御質問頂いております。  

 まず、１点目のＰＣＲセンターの拡大ということでございますが、確かにこ

のセンターにつきましては、広域で設置をしておるセンターでございます。や

はり、検査対象という部分では、一定の検査者の絞り込みということで、今、

課長のほうから答弁ございました、医療機関並びに保健所からの指示に基づく

検査というところでございます。あくまで医療行為に対しての検査でございま

すので、一定その方の検査が必要かどうかということを医療機関なり保健所が

判断した上で検査をするというのがこのセンターの一つの役割かなというふう

に考えております。  

 おっしゃっていただきました、いわゆる個々個人の方が能動的に検査を受け

ていただく体制というものについても、当然必要性というのは理解しておると

ころでございますが、まだそこまで、国全体、県全体の中でいってないという

のが現状でありまして、それを町単独で希望される方の検査やりますみたいな

ことは、なかなかちょっと今現時点では対応しかねることがございますので、

その部分については、今の検査センターの現状というところで御理解賜りたい

というふうに考えております。  

 ２点目の、前回の全協のときに御質問いただいた件でございます。  
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 あのとき、ちょっと私のほうも情報を持ってなかって、よう御説明申し上げ

なくて大変申し訳なかったんですけども、その後ちょっといろいろ、各担当課

のほうにも確認させていただきました。そしたら、これ医療担当、いわゆる健

康保険課だけではなしに、福祉こども課であったりとか、俗に言う高齢者施設

を所管しておる課のほうに、県のほうから直接そういうふうな連絡がございま

した。あくまでこれは奈良県とそれぞれの高齢者施設等のやり取りということ

で、そういうふうな、いわゆるその従事者に対してのＰＣＲ検査を希望される

事業所があれば、その費用については県のほうから負担をしますよということ

で、それについては、県のほうからそれぞれの施設のほうに通達が行っている

というふうに確認はしておりますので、そこにつきましては、それぞれ施設の

ほうでどのような判断をされて、どのような検査体制を構築されるかというの

は個々の対応になるのかなというところでございます。行政としましては、ど

の施設に県のほうからそういった情報が行ってるのかという部分については、

一定把握はしておるところでございます。  

 以上です。  

○議  長  

 稲月議員。  

○５  番  

 県のほうが個別に連絡をされているということでいいんですね。しかしなが

ら、そういう連絡があったけれども、やってほしいと、検査をそこの施設でし

てほしいというふうにおっしゃってるところ、申告をされているところが、今

現在、平群町内にはないということでいいんですかね。  

○議  長  

 住民福祉部長。  

○住民福祉部長  

 御質問にお答えさせていただきます。  

 ないというよりも、それぞれ通知が行ってますのが、奈良県のほうから各施

設のほうに行ってございます。うちは、どのような施設にこういうふうな通知

をしたよということは把握しておるんですけども、その施設において、どれだ

けの方がどういう形で申し込まれたかというのは、まだそこまで把握はしてな

いというのが現状でございます。  

○議  長  

 森田議員。  

○８  番  

 ほとんどが国庫支出金で財源は賄うということで、非常にありがたいと思う
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んですけども、それは別として、予防費の報酬費、会計年度任用職員報酬とい

うことなんですけども、何名で、雇用条件はどのようになってるのかお尋ねし

ます。  

○議  長  

 住民福祉部長。  

○住民福祉部長  

 森田議員の御質問にお答えさせていただきます。  

 基本的には、集団接種と、また今回、県の派遣事業によります集団接種に伴

います看護師さんの賃金を主に組んでおります。基本的には、まず、土日、土

日に行っております集団接種につきましては、看護師さん、いわゆる６人体制

ということでお願いをしております。接種並びに状態観察、またそういった患

者さん、接種者に直接接していただくところの部署にお願いをしております。

県の派遣事業によります部分で言いましたら、これにつきましても、これも６

名から７名ぐらい、日によって若干違うんですけども、そういった配置をして

対応しておるところでございます。  

 属人的に、日雇の雇い上げでございますので、その日ごとの人数ということ

での把握で、どの方がという部分になりましたら、かなり多数の方が登録を頂

いて、その都度その都度、接種会場に入っていただくというふうな雇用形態と

いうことで対応しております。  

 以上です。  

○議  長  

 森田議員。  

○８  番  

 今の話であればですね、これは県からの時間当たりの単価と言うたら表現よ

くないんですけども、そういうものの規定、今までの町の会計年度職員と待遇

が違うというふうに理解していいんでしょうか。  

○議  長  

 住民福祉部長。  

○住民福祉部長  

 森田議員の御質問でございます。  

 すみません、ちょっと答弁漏れておりまして申し訳ございません。  

 今おっしゃっていただきましたように、看護師さん、いわゆる単価につきま

しては、これはちょっと地区医師会のほうといろいろ御協議申し上げまして、

一定の単価設定しております。その単価をもって今回の接種事業の単価という

ことで充てさせていただいておりますので、通常の我々、行政職が把握してお
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ります会計年度職員の単価とは少し差異がございます。  

 以上です。  

○議  長  

 森田議員。  

○８  番  

 予防費の１２番の委託料のところの事業・業務委託料１，７７８万の、これ

ブレークダウンしたやつをちょっと内訳をお教えいただきたいということと、

その下の検査検診委託料４，０８８万６，０００円についても、内訳が分かれ

ばお教えください。  

○議  長  

 住民福祉部長。  

○住民福祉部長  

 それでは、森田議員の御質問にお答えをさせていただきます。  

 事業・業務委託料ということで、今回、１，７７８万６，０００円というこ

とで計上申し上げております。先ほど、概要説明の中で総務部長のほうからご

ざいました、少し金額も加えて申し上げましたら、まず、集団接種等の受付の

人材派遣のほう、いわゆる職員だけではなかなか対応し切れないとこもござい

ますので、その委託料ということで、１，１６０万７，０００円計上いたして

おります。続きまして、接種者の送迎業務ということで、なかなか御自身で会

場までお越しいただけない方の車を用意して、その運転手の方の業務委託とい

うことで、２３７万７，０００円計上いたしております。それと、会場での交

通誘導員ということで、いわゆるガードマンさんの委託料でございますが、２

４６万４，０００円でございます。続きまして、医師会の様々な医師の派遣で

ありますとか、諸事務もございますので、医師会への事務委託料ということで

１２万５，０００円計上いたしております。それと併せまして、いわゆる医療

機関へのワクチンの送付、いわゆる輸送しなければならないということでござ

いますので、その費用ということで、それも運転手を委託しまして、各医療機

関のほうに配達する費用ということで、１０５万６，０００円、それぞれ計上

しております。中身につきましては、大まかなものといたしましては以上でご

ざいます。  

 検査検診委託料の接種の部分でございますが、検査検診委託料で４，０８８

万６，０００円計上いたしております。この部分につきましては、基本的には、

各医療機関のほうで住民接種を受けていただく住民接種分の費用ということ

で、３，８３３万１，０００円を計上いたしております。住民接種分に係る費

用ということで、その内訳といたしましては、お医者様の委託料、またそれぞ
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れ医療機関での委託料ということで計上しておるところでございます。  

 以上です。  

○議  長  

 森田議員。  

○８  番  

 今部長が述べられた数字ですね、事業・業務委託料１，７７８万というふう

にここに記載されてるんですけども、トータルすると金額増えるんじゃないか

なと思うんですけども、もう一度確認させてください。  

○議  長  

 住民福祉部長。  

○住民福祉部長  

 まず、事業・業務委託料の内訳でございますが、先ほど申し上げました人材

派遣の分につきましては、金額で申し上げまして、１，１６０万７，０００円

でございます。接種者の輸送業務ということで、２３７万７，０００円でござ

います。交通誘導員の委託ということで、２４６万４，０００円でございます。

医師会への事務委託というところで、１２万５，０００円でございます。医療

機関への個別のワクチンの接種費ということで、１０５万６，０００円でござ

います。あと、ちょっと少し廃棄物等の処理委託料が１５万７，０００円組ん

でおりますので、全部で１，７７８万６，０００円ということで、予算額にな

ってございます。  

 以上です。  

○議  長  

 ほか、質疑。山口議員。  

○７  番  

 ＰＣＲ検査に戻るけども、もともと、何でじゃあ生駒郡４町でＰＣＲ検査所

を作ったのか。要するにね、保健所とか医師からの紹介でなければ受けられな

いということであれば、別に作る必要なかったんじゃないかという疑問がある

わけですよ。何でか言うたら、県がやってるわけだから、保健所で受けられた

わけでしょう、これまでだって。ただ、いっぱいになってなかなか受けられな

いから、各自治体で作るところは増えました。ただね、じゃあそれをどう活用

するかというのはやっぱり考えないとあかんわけですよ。だから、以前から社

会的検査も含めて、必要な人は受けられるように、さっき稲月議員からもあり

ましたけども、学校やいろんな施設で陽性者が出て、濃厚接触者、その濃厚接

触者がなかなか、この前、３月議会で井戸議員も質問してましたけど、あまり

にも、本当に近い、近いというのしか受けさせないから、教室だったら同じク
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ラスだけとか、ほかにも接触してるのに受けられないとかね、そういう人たち

が受けられるようにするための検査所じゃないんですか。そこをね、４町でや

ってるから相談していただきたいんですけど、そこを４町でしっかり相談して

ですね、今でも、奈良県内でも学校休みのところ、いっぱいあるわけですよ。

うちの孫が天理市の中学校に通ってますけども、今休みですよ、先週から。そ

したら、そういうことがいっぱい起こるから、もう一気に全部、接触者につい

ては検査しないと、また、その子が終わったら今度またということで、何回も

休みが続くようなことに、平群町ではそこまでいってないみたいですけど、そ

れでもこの間ちょこちょこ学級閉鎖とかあったと思うんですね、学校休みもあ

ったと思うんです。だから、そこをやらないと、何のためにこれ再開するんだ

って。そんな安い金でもないわけですよ。ようけ検査したらお金がかかるとい

うこともあるかもわかりませんけども、本気でこの問題を解決していこうと思

うんなら、そこを大事にしていただきたい。だから、ちょっと真剣にね、もう

よその議会はほとんどもう今週中に終わりますけど、ちょっと町長、相談して

くださいよ、ほかの３町の町長とも含めて。学校とか施設とかそういうところ

の、１人出たら、その濃厚接触者をもうちょっと広い範囲に広げて、国の基準

じゃなくって、その人たちがＰＣＲ検査を受けられる。本当なら社会的検査を

一番してほしいんですけど、そこまではなかなかできないみたいですから、せ

めてそれぐらいは広げるべきだというふうに思うんですが、ちょっと生駒郡で

相談していただけますか。ここについては、生駒郡で運営してるわけだから、

ある程度、融通きくと思いますんでね。その点どうですか。  

○議  長  

 住民福祉部長。  

○住民福祉部長  

 それでは、山口議員の御質問にお答えさせていただきます。  

 お述べいただきましたように、やっぱり社会的にＰＣＲ検査の重要性という

のは十分理解していただいて、我々も理解しておるところでございます。どう

いう方たちが、広く検査するということがやっぱり大事なことでございますの

で、これはあくまで４町で設置して拠出しておる施設でございますので、一度

ちょっと４町、この間、接種の関係で、よく４町の担当、事務者レベルでまず

ということでございますが、話をする機会も多うございますので、持ち帰らせ

ていただきまして、一度４町の協議にはつけさせていただきたいと考えており

ます。  

 以上です。  

○議  長  
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 井戸議員。  

○４  番  

 先ほどの答弁漏れプラス、今、山口議員からも述べられたんですけど、ちょ

っとＰＣＲ検査のセンターの考え方というか、今さっき、ＰＣＲ検査がなぜ必

要になったというか、２００万ですね、こんだけ使ってつくるようになったの

かというのが、やっぱりいまいち理解できないんです。県の保健所ができるこ

とと同じ基準なので。県の保健所の考え方とちょっと今の答弁が違うような気

がするので、ちょっとですね、まず聞きますね。ＰＣＲ検査がなぜ必要になっ

たのかということですよね。県の保健所と同じラインだったらということです

ね、それを教えていただけませんか。  

 あと、４町で変えれるのか。今の山口議員の付け足しになりますけど、濃厚

接触者の範囲、接触者というのがまずありますよね。濃厚接触者と接触者が違

うので、このことに関しても、今のちょっと課長の答弁は、僕としてはありが

たい部分はあったんですけども、郡山保健所の考え方と違う感じがするので、

極力郡山保健所というか奈良県としては、ＰＣＲ検査を公費で受けさせたくな

いという感じが見受けられるんですけども、ちょっと考え方が違うのかなと。

だからその辺ですね。だから、保健所とこの検査センター、先ほどの１点と、

保健所と検査センターとの連携ですね、これがどういう考え方で、考え方が全

く違うのにつくってるのか、ちょっとその辺も含めて本当は答弁頂きたいんで

すけど。  

○議  長  

 住民福祉部長。  

○住民福祉部長  

 そうしましたら、井戸議員の御質問にお答えさせていただきます。  

 ＰＣＲ検査の再開はなぜしたのかというところでございますが、確かに今年

の１月から３月にかけまして、一旦ＰＣＲ検査、生駒郡で設置をいたしました。

その後も３月末までという期間で、一旦中断という形でなってございました。

再開した理由でございますが、当然、御承知のとおり、３月末に一旦終わった

んですけども、そこから４月以降ですね、やっぱり奈良県におきましてもかな

りの感染者数が発生をしたということで、この間、この施設が休止してる間な

んですけども、生駒市の施設のほうに生駒郡の方も相当お世話になったという

ことでお聞きしております。生駒市の施設のほうが、かなり生駒市も、生駒郡

同様、この４月以降、かなり感染者の方が増大したということもございますも

んで、検査センター自身が、相当数の方が来られるようになって、いわゆるパ

ンク状態になったということでございます。それを受けまして、生駒郡、今ま
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でやってた経過もございますので、本年５月の２４日から再開をしたというふ

うな運びとなってございます。  

 ２点目の、保健所との、俗に言うＰＣＲ検査の考え方という部分でございま

すが、ちょっとすみません、その辺、ちょっと私も保健所のほうがどういう形

でＰＣＲ検査が必要か否かという判断をしておるのか、ちょっと詳細は存じな

いんですけども、一定、あくまで検査センターということでございますので、

保健所なり医療機関が一定の判断を下した上で、このセンターのほうに来庁さ

れ、検査をされてるというふうな理解はしております。ここに来られるまでに、

一定保健所のほうも検査者に対しての関与といいますか、一定の情報収集をし

た上での整理をして、こちらのセンターのほうに検査に行ってくださいという

形で促されているというふうに理解をしておりますので、そこは一定保健所の

考えが反映されてるのではないかなというふうな理解はしておるところでござ

います。  

○議  長  

 井戸議員。  

○４  番  

 ちょっと一般質問に絡んでくることですので、私も先週、郡山保健所にも行

ってまいりまして、ちょっとお話を聞かせていただいたんですけども、ちょっ

と部長のおっしゃってることと考え方ですね、ＰＣＲ検査をどんどん広げたい

とこの部分です。そこの考え方については、ちょっと県と違うのかな、保健所

の方と違うのかなと思ったので、その辺ちょっとまた詳しく聞いていただいて

も結構ですので、時間もまだ１週間以上ありますから、ちょっとその辺はよろ

しくお願いいたします。  

○議  長  

 ほかに質疑ございませんか。下中議員。  

○１１番  

 ６ページの３番ですかな、職員手当の件ですねけども、これから夏場になる

し、その行く部署によってもいろいろ変わってくると思いますけども、健康管

理には十分注意していただきたいと思いますので、その点はよろしくお願いし

たいと思います。  

 それとね、過去何回かありましたけども、職員の割当て等でやはり、不足の

出ている課もあるやに聞いておりますのでね、その点ね、うまく機能している

のかどうか知りませんねけども、大浦部長、うまくスマートに分けていただく

という方法がいいかと思いますねけども、その点についてはいかがですかな。  

○議  長  



 

－３３－ 

 住民福祉部長。  

○住民福祉部長  

 それでは、下中議員の御質問にお答えさせていただきます。  

 まず１点目、職員の健康管理ということで、非常に御配慮賜りましてありが

とうございます。  

 従事する職員でございますが、これから夏場を迎える、また恐らく２月まで

ということで、非常に長丁場になりますので、それぞれ従事していただく職員

につきましては、健康管理のほう、十分に留意するようにということで、また

改めて機会があれば、お願いなり指導もしていきたいというふうに考えており

ます。  

 次に、職員の協力体制という部分でございます。  

 ここにつきましては、本当に身内の話になりますが、職員については、かな

り日々の業務の合間ということで、また土曜日、日曜日ということで、本来で

したら休息に充てていただく時間を業務に割いてもらってるということで、大

変感謝しておるところでございます。今回から、今年の４月から新たに部制と

いうのが発生しましたので、それぞれこういうふうな、町挙げての事業につい

ては、部単位で一定の人数を協力いただけないかということでお願いはしてお

るところでございます。それぞれ忙しい時期の部署もございますので、そこは

ちょっと今後も配慮しながらと思っておるんですけども、今の時点では一定協

力しながらやっていっていただけるということと、またある意味、この事業に

つきましては、国が来年の２月までということで、また、高齢者については７

月、また今、国のほうでは１１月までに全員接種みたいなお話も出ております

ので、非常に各地方公共団体、それぞれ頭の痛い話かなとは思いますが、その

スケジュールになるべく合わせるように努力してまいると。ある意味、職員も、

いわゆる公務につく者ですので、そこは全体の状況を見ながら、住民の健康を

守っていくという立場で、その使命で対応しておるというふうに思っておりま

すので、いろんな状況はあるかと思いますが、職員のほう、今後も引き続き業

務に従事していただくように考えております。  

 以上です。  

○議  長  

 ほか、ございませんか。  

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  
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 ないようでしたら、本案に対する質疑を終結いたします。  

 これより討論に入ります。  

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 討論ないようでしたら、本案に対する討論を終結いたします。  

 これより承認第５号について採決を行います。  

 本案については原案どおり承認することにといたしたいと思いますが、異議

ございませんか。  

 

「異議なし」の声あり  

 

○議  長  

 異議なしと認めます。よって、本案については原案どおり承認されました。  

 続きまして  

 日程第５  議案第３２号  職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の

一部を改正する条例について  

を議題といたします。  

 議案の朗読を省略し、提案者の提案理由の説明を求めます。総務部長。  

○総務部長  

 議案第３２号  提案理由説明  

○議  長  

 これより本案に対する質疑に入ります。森田議員。  

○８  番  

 今御説明いただいたんですけどね、具体的に、どのような事例が出たときに

これが適用されるのか、また誰が判断するのか、その辺をお尋ねします。  

○議  長  

 総務部長。  

○総務部長  

 具体的な事例、具体的な内容ということでございますけれども、これにつき

ましては、地方公務員法のほうで人事評価制度が、２８年改正だと思うんです

けども、導入されました。それを受けてのということなんですけども、この４

月から、管理職のみですけども、勤務成績というんですか、人事評価について、

処遇、昇給、また勤勉手当への反映もしていくということで規則の改正をさせ
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ていただいて、そういった判定がですね、よくない判定、これが何度も続いた

場合ですね、こういった場合に、一般的に全国でやられてるのは、やっぱり更

生するような研修を受けさすとか、そういうことをします。それでも更生でき

ないという判断をした場合にこういった分限処分というふうに当たるわけなん

ですけども、誰が判断するのだということでございますが、最終的にはこれは

町長ということなんですけども、そこへ行き着くまでには人事考課制度、この

中での一定のその方々の判定もございますけど、最終的には町長のほうで判断

していくという形となります。  

 以上です。  

○議  長  

 森田議員。  

○８  番  

 一番難しい評価の問題なんですよね、これは。評価はですね、絶対評価と相

対評価があるわけですね。今の話だったら、どちらの評価でそのような判断す

るのかですね。民間企業でもこういうことはやっているんですけども、それに

よって全然変わってくると思うんですよ。管理職はそういうことをやるんです

けど、これは一般職も当然やられるということだというふうに理解できるわけ

なんですけども、一般職が人事考課制度を導入してないのにこれができるのか

という問題と、評価の基準を明確にしてあげないと、一方的にこんな評価され

たら困る職員も出てくると思うんですよね。評価は非常に難しい。絶対評価で

やるべきだという人とですね、相対評価でやるべきだという人もおるわけです

ね。組織を高めるんであれば相対評価が一番いいと思うんだけども、個人的に

は絶対評価でやるべきだというふうに思う部分もございますんですけど、その

辺、どのように考えたらいいのか。  

○議  長  

 総務部長。  

○総務部長  

 評価の仕方が絶対評価なのか相対評価なのか、これは難しいところでござい

まして、職員組合とも協議しておる中で、絶対評価ということでやっていきた

いというふうには考えておるんですけども、一方的にされると職員が困るとい

うことで、これはもちろんそのとおりということで、そのために、職員組合と

も協議して今の人事考課制度をつくってきております。職員のですね、処遇へ

反映されていない今の考課ということなんですけども、今も職員の苦情ですか、

困るという方に対しての苦情処理委員会というのを設けております。今度、少

し名前は変えるということなんですけども、その辺の労使も関わっての最終判
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断はもちろん町長がするんですけども、そこへ行き着くまでの過程におきまし

ては、そういったものも一定配慮していくという考えを持った制度というふう

に考えておりますので、困るということについては、少し配慮も入れた制度設

計としていっているつもりでございます。  

○議  長  

 山口議員。  

○７  番  

 そんな相対評価なんかあり得るわけないでしょう、これ処分するんやで。処

分するのに、相対評価なんかできるわけないやろう。それやったら、できる人

とできない人、成績を１０から１までつけてやで、１０の人は給料上げる、こ

っちの人は下げる、それで全体のバランス取るってそんなことできっこないで

しょう。相対評価なんかあり得ない。それははっきり言わないと、そんなん絶

対評価しかあり得んやんか、そんなん。だってこれ、分限処分でしょう。処分

するんですよ。そんなものに相対評価なんか入るわけないでしょうが。じゃあ

ね、一生懸命やってるけども、一生懸命真面目にやってますと。でも、例えば

数字で言うたら、１０までの仕事を１時間でこなせない場合があるかもわから

ない。でも、いいかげんにやってても、３０分で１０までこなす人がある。相

対評価したらどっちがええねん。それは３０分でやる人のほうが上やん。じゃ

あ１時間でやる人はこれ、給料下げるというふうにするか。そんなことしない

でしょう。できないし、第一そんなこと。それも説明できんと、こんな議案を

出してくるというほうがどうかしてるよ、はっきり言って。言い方悪いけど。

そんなもん、当たり前のことやんか。絶対評価しかあり得ないでしょう。だか

ら、成績が悪いってどういうのが成績悪いかという森田議員の質問に、要する

に、上司が仕事をどこで見るのか分からんけど、何回か続いた場合と言うけど

やで、それだって難しいよ確かに。だからできないということじゃないんやけ

ど、私は別にこれに対しては反対ではないけども、その辺はやっぱり人の人生

に関わることだし、生活に関わることだから慎重にやるべきだし、基本的には

一生懸命やってても、なかなか個人差は出てきますからね、そんなんで給料下

げるなんてことはあり得ないからね、そこんところはちょっと今引っかかった

んで聞いたんですが。それとやっぱり私は具体的な事例ね、やっぱり今、部長

のほうはやね、何回か成績悪いという評価が続いたらみたいなことを言ったけ

ど、その辺も何をもって言うのか、やっぱりある程度明確にしないと、要する

に上司の評価によって変わってくるというようなことがあってはなりませんの

でね、その辺はやっぱり慎重にやってもらいたい。  

 もう１点聞くけど、じゃあこの降格、今度出てるこの降給に値するような事
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例が、例えばこの１０年間ぐらいで平群町であったのかどうか。よそでは、ほ

かの自治体では既にこういうことが導入されてて、そういう対象になった人は

あるのかどうか、その辺はどうなんですか。  

○議  長  

 総務部長。  

○総務部長  

 今、山口議員から、相対評価はあり得ないということでおっしゃられて、私

は先ほど、絶対評価ということで言わせていただいたつもりなんですけども、

その方向で職員組合ともよく議論しているということでございます。  

 それと、上司の評価でその職員の一生がいろいろ左右されるということ、お

っしゃるとおりだと思っております。評価する側の評価者研修、これも大事に

なってくるということで、全国的に言われてることですんで、我々も今もやっ

てきておりますけども、さらにその辺の統一的な評価ができるように、もちろ

ん管理職側も努力していくと、評価の研修していくような考えを持っておりま

す。  

 生駒郡、例えばこの７町でこの条例についてはどうなのかということで、少

しインターネット等で例規も見たんですけども、私が見る中では、三郷町はち

ょっとこういった制度は入っていないのかなということなんですけど、それ以

外につきましては、全て同様の条例になっているということかなと思います。  

 あと、具体的な事例ということでおっしゃったとおり、県にも、これをつく

るときにかなり確認もさせていただいて、確かに判断するのが難しい、おっし

ゃるとおりでございます。全国的にもどうなのかと言われますと、ほとんど事

例がないと。分限についての処分ですね。懲戒処分は多々あるんですけども、

分限についての処分は、もうほんまにかなり少ないというふうに聞いておりま

すので、だからといってということじゃないんですけども、我々、公務員は全

体の奉仕者ということになっておりますので、今の新型コロナワクチンの接種

ですか、こういったことについても全職員で対応していくということでやって

おりますので、その辺、言葉は悪いですけれども、できない職員、これを簡単

に切っていいのかというのは先ほど意見もありまして、その辺は、その方の人

生もございますので、総合的に判断していくべきだというふうに考えておりま

す。  

○議  長  

 山口議員。  

○７  番  

 いや、さっき相対的、絶対的と言ったのは、あなたが判断が難しいみたいな
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ことを言ったから言ったんであって、それは絶対評価というのは当たり前やと

思いますけど。まあまあそれなら分かりますけど、でもやっぱり、組合とはき

っちり話合いをしてということなんで、ただ管理職については、既に今年度、

給料も下げられてますし、これも評価悪かったんやな。５％って何級減ってん

のか分からんけども、これは冗談というか嫌味やけどね、どっちにしたってね、

これはやっぱり慎重にやってもらう、今、そういう答弁やったんでそれでいい

ですけれども。ただこれ、さっき、平成２８年に地方公務員法が変わったって

言ってたけど、いつもなら、いつの公務員法が変わってって書いてあるのに、

今回、説明にそれ書いてないからね、その辺はきちっとしてほしいのと、そこ

では、当然国は何でそれを、そういう法律が変わったのかというのは説明はあ

るはずなんですよね。だから、例えば、今ある二つ、免職や休職に当たらない

と、そこまではいかないけどもということで出てきたんだろうというふうに推

測されるから、その説明はいいですけども、その辺もやっぱり説明のところで

ね、条例に上げる以上、やっぱりきちんと説明してほしいんですよ。そうでな

いと、これだけの説明じゃ、あまりにも何やねんというふうに思いますんで、

今後はちょっとその辺きちっとしてください。このことはお願いしておきます。 

○議  長  

 質疑、ほかございませんか。馬本議員。  

○１２番  

 先ほど御説明あったように、平成２８年、人事考課制度の見直しをされて、

今回初めて条例化しようと、平群町ではということになってんけども、その間

に組合とはいろんな協議をされてきたというふうに私は推測します。それと、

今、三郷町が条例が制定されてない。ちょっと見ますと、斑鳩町、河合町、王

寺町ですか、これについては３号下がるわけや。けれども、平群町は２号とい

うふうに、以内ということになってるね。この点も一定の私は評価してると思

いますよ。今後、この執行については慎重にしていただきたいなというふうに

思います。  

 先ほどありましたように、組合との合意もできてる。それと、よそが３号を

２号以内ということで条例化されたことも一定の評価をしておりますので、今

後、執行についてよろしくお願いします。  

○議  長  

 ほか、質疑ございませんか。  

 

「なし」の声あり  
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○議  長  

 ないようでしたら、本案に対する質疑を終結いたします。  

 続いて、これより討論に入ります。  

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 討論ないようでしたら、本案に対する討論を終結いたします。  

 これより議案第３２号について採決を行います。  

 本案については、原案どおり可決することといたしたいと思いますが、異議

ございませんか。  

 

「異議なし」の声あり  

 

○議  長  

 異議なしと認めます。よって、本案については原案どおり可決されました。  

 続きまして  

 日程第６  議案第３３号  平群町放課後児童健全育成事業の設備及び運営の

基準に関する条例の一部を改正する条例について  

を議題といたします。  

 議案の朗読を省略し、提案者の提案理由の説明を求めます。教育部長。  

○教育部長  

 議案第３３号  提案理由説明  

○議  長  

 これより本案に対する質疑に入ります。井戸議員。  

○４  番  

 ちょっとあまり突きたくないとこなんですけど、説明資料の中で、３の平群

町の対応で、これ日本語ちょっとおかしいかなと思うんですけど、日本語がお

かしいのか、中身があれなのか。この放課後児童支援員の質の確保を合わせる

ためなのに、「認定資格未取得者の資格取得に必要な期間も考慮し」ってこれ真

逆ですよね。簡単に言えば、認定資格研修を修了している人のほうが質が高い

はずなのに、未取得者を雇うために、なのに質の確保となってるので、人数の

確保なら分かるんですけど、質は下がるはずと思うんです、本来ならばね。ち

ょっと悲しい質問ですけど。  

 これ、裏を返せば、認定資格研修の意味もないという、あまり効果がないと
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いう感じにも取れますし、この辺ちょっとどうなのかなって、物すごいごめん

なさい、答えにくい質問で。いかがでしょう。  

○議  長  

 教育部長。  

○教育部長  

 ただいまの質問でございます。  

 今、平群町の対応として、放課後児童支援員としてみなすことができる期間

の経過措置を新たに定めるというふうにしております。現状ですね、平群町に

六つの学童保育がございますけども、そこで従事している職員が２０名おりま

す。その２０名のうちですね、１１人が既に認定資格研修を取得しております。

残りの９名はですね、今現在も従事しておりますけども、その残りの９名は県

知事の行う研修を修了していないと。先ほど指摘ありましたように、放課後児

童支援員としての質の確保といいますのは、県知事の研修を修了していない者

に早く研修を受けていただいて支援員になっていただく、そういう意味で質の

確保ということで申し上げたものでございます。  

 それと、必要な人材の確保ということでございますけども、またその支援員

の現状でございますけども、当然質の確保もあるんですけども、今現在勤務し

ている支援員２０名が高齢の方が非常に多いと。４０代、５０代、６０代の方

で、６０代の方も８名おられます。今後ですね、正規の支援員の退職も予想さ

れておりますので、必要な人材の確保、今後新たに資格を取っていただいて、

必要な人材を確保すると、そういう意味で、この３番の説明とさせていただき

ます。  

○議  長  

 井戸議員。  

○４  番  

 ちょっとね、おっしゃりたいことというか、やりたいことは分かるんですけ

ど、ちょっとこの文章、問題があるかなと思いました。  

 ただ、これは条例に関係ない説明資料ですのであれですけども、私としてこ

のお願いだけしておきたいんですが、やっぱり認定資格研修の質ですね、よく

今ニュースでもなってますけども、教師でも４０歳、５０歳辺りになってくる

と、必ず３０歳、基準になってくると受ける単位制度ですね。教師もそれを取

らないと更新できないという制度になってますけど、絵に描いた餅になりつつ

ありですね、教える大学側もよく分かってないと。これ、平群町の関連ではな

いので仕方ないんですけども、それが今、言うなれば、悲しい話、１週間の刑

務所に入るみたいな、留置場に入らなけりゃいけないみたいなのが記事に載っ
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てました。それぐらい価値が低いと思われてますので、この研修制度に関して

もですね、今この形で言うと、研修を受けてなくても受けてても何か同じとい

うか意味がない。どっちかというと、研修してない人でも受けてほしいという

ふうに取られかねないんで、実際そういうところ、人数は大事なので、あると

は思うんですけども、根底にやっぱり認定資格研修の質を高めていただきたい

なと、そこだけお願いはしておきます。よろしくお願いします。  

○議  長  

 山口議員。  

○７  番  

 この附則のとこの職員の経過措置ということで、「施行の日から令和７年３月

３１日」となってますよね。ほんで、今令和３年ですから４年後ですよね。４

年間の間に終了したらええということにこれはなってるんやけど、そんな悠長

なことをしてるわけ。いや、実際にあんのかどうかは別にして、普通、今の時

期だったら、今年、例えば４月採用になったんだったら、今年度中には終わっ

てもらうという、本来ならもっと早くなければあかんと思うけどもね。これ、

４年間も猶予を与えるというのは、最後まで取らないでやめる人のほうが多く

なるんではないかというふうに思うんやけど、これは町独自の条例やからね、

こんなんでええんかいなというふうに思うのと、それとそもそもね、保育士・

教諭免許等とあるから、その等はどこまでの範囲か分かんないけども、それ以

外の人は学童保育の指導員になられへんということではなかったよね。その等

と言うたら二つしか書いてないから、要するにそういう資格持ってる人しかで

きないのかということになるんでね、もうちょっとその辺、別にそういうのが

なかっても、県の知事の研修を受ければ支援員になれるということなのか、そ

の辺、ちょっともう少し詳しく説明して。その２点。  

○議  長  

 教育部長。  

○教育部長  

 その認定資格の取得の時期の件です。  

 経過措置として、令和７年の３月３１日まで期間を設けておると。今現在で

すね、学童保育に従事しておる指導員ですね、先ほど２０名おると申しました

けども、県知事の行う資格研修を修了していない者にですね、当然研修を受け

るようにということで、当然こちらのほうからも指導というか、意向確認もし

ております。この県知事の行う研修といいますのは、大きく６項目、１６科目

あってですね、原則、１日４科目で、１科目９０分単位ということで、この研

修を修了するのに、やっぱり相当の時間を要すると。数か月にわたる研修やと
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いうことで聞いてます。そういうことも含めまして、現在働いている指導員の

意向もあるんですけども、令和７年３月３１日までの経過措置を設けると、そ

ういうふうにさせていただいたところでございます。  

 それと、もう１点の放課後児童支援員の基礎資格の件です。  

 条例の説明のほうで保育士の資格を有する者、教諭免許を有する者などとい

うふうに申しました。この放課後指導員の基礎資格については１０個の要件が

ございます。ちょっと全部言い切れなかったので二つだけ言いましたけども、

先ほど言いました保育士の資格を有する者以外に、社会福祉士の資格を有する

者、教諭免許を有する者、またですね、実務経験の欄になりますけども、高等

学校卒業者などで、かつ２年以上放課後児童健全育成事業に類似する事業に従

事した者、また５年以上、放課後児童健全育成事業に従事した者ということで、

１０の要件があるということで御理解をお願いします。  

○議  長  

 山口議員。  

○７  番  

 いやいや、僕は７年３月３１日まで経過措置はええのよ。この条文の経過措

置はええのよ。要するに、研修を受けてなくてもみなしでできるという。ただ

ね、その研修の修了が、今年であっても来年であっても再来年であっても、令

和７年３月３１日までに修了した人でええって言うんだったら、ないものに等

しいでしょうって言ってるわけよ。受けんでもええわけやんかってなるやん。

それを言ってんねやんか。普通なら、だったら、本人がこの仕事に従事してか

ら１年以内とか、今、何か月かかかるって言うんだったら、就いてから１年以

内とか１年半以内とか、そういうふうにここを規定するんだったら分かるけど

も、条例そのものの延長の終わりまで受けんでええと。そしたらこれ、次これ

また７年になってやね、また３年とか５年とか延長しますとなったらやで、ま

たそこまで受けんでええとなったら、ずーっと受けんでええということになる

んじゃないのと言ってるわけよ。だから、経過措置として７年まですんのは構

へんけども、一緒に、研修の修了予定が同じ年というのはおかしいんじゃない

のって言ってるわけやんか。だからそこを言ってるわけで、あとその他いろい

ろ、もう一つのほうはいいですけども、そこを言ってるんであってね、そこは

もうちょっと厳密にしたほうが、本気でそれが受けてもらわなあかんと思うん

やったらやで。別に、国が言ってるだけでそうでもなかった、ずっといろいろ

経験してもらってるからええねんと思ってんねやったら、それはそんでええよ、

俺かって別にそれを反対はせえへん。でも、それが必要やと思ってんねやった

ら、こんな規定じゃどうしたって矛盾でしょうって言ってるわけ。違うかな、
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おかしい。どう。  

○議  長  

 教育部長。  

○教育部長  

 経過措置の期間について、令和７年３月３１というふうに申しておりますけ

れども、今現在、正規の資格を持っていない指導員に今後の研修の受講予定も

聞いております。当然、令和３年度で取得したいという職員が６人おります。

令和３年度は無理であっても、令和４年度では取得予定というのが２人。令和

５年度で取得予定というのが、今のところ１人と聞いております。町としては

ですね、できるだけ早くですね、この県知事の認定資格研修を受けていただく、

それが基本と考えておりますけども、研修を受けるのに数か月の期間を要する

ということ、そういうことも一つの要因になっておりますので、附則としては、

経過措置を令和７年の３月３１日までにしといて、その間にできるだけ早く研

修を受けていただいて放課後児童支援員になっていただく、そういうことを目

標としております。  

○議  長  

 山口議員。  

○７  番  

 おかしいって。これまた伸びるのよ、多分、この時期になったら。そういう

今、予定だったら、３年先の予定なんて、そんなん予定になる。今勤めてます

けど、今年と来年はちょっととても行けませんけど、再来年は行けます。そん

なん予定にならないでしょう。だから、１年なら１年で切るべきやって言って

るわけや。おかしいやんか、そんなん、どう考えたって。要するにこんなん、

これの経過措置の期限と全く一緒やったら、次もまた３年延びて４年延びたら

またそこへ行くのよ。ほんなら、予定はありますって言うたらええだけでやね、

受ける気はあるんですと。ただ、いろんな事情で行けないんですって、それは

あるんでしょう。でも、３年後とか４年後の話をされても困るでしょう。普通、

１年以内でしょう、どう考えたって。数か月かかる言うたって、それこそ、そ

れを取れるように、その人の時間を教育委員会としてはきちっと確保してあげ

て受けてもらわなあかんわけでしょう。だから、その年度の年に受けてもらう、

そういうふうにすべきでしょう。条例やで。こんなん、ないも等しいやんかっ

て普通思いますよ。ちょっとそこは検討してください。教育長どうですか。お

かしいですか、私言ってること。  

○議  長  

 教育長。  
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○教育長  

 ただいまの山口議員の御質問ですけれども、確かにその期限を設けるという

ことは、非常に、指導員の質を高めていくという点でも重要かなというふうに

思っておりますけれども、指導員の先生方にもいろんな働き方がありまして、

生活もいろいろあるようでございます。ですから、私たちは、この７年３月３

１日までというのを最大に延長した場合というふうに捉えております。現に、

今部長が申し上げましたように、早く講習を受けたいという先生方がたくさん

おられますので、ここ２年か３年ぐらいにはクリアできるんではないかな、こ

のように考えております。  

 以上です。  

○議  長  

 山口議員。  

○７  番  

 分かりました。これ以上言いませんけどね、じゃあ４年後や。４年後、また

これ出てきて、私ここにいてるかどうか分かりませんけど、その時はまた新し

い人が入ってるわけやんか。だから私はね、この期限と別の期限にすべきやと

思ってるんです。当然ね、もういいですけど。４年っておかしいですって。そ

んなん、最大譲って２年ですよ。その年どうしても駄目だということであれば

ね。だから、もう言いませんが、４年後覚えてたらまた聞きますよ。４年後覚

えてたらね。別に反対する議案でもないから。ですけど、やっぱりおかしいで

すよ。その辺はもうちょっとやっぱりちゃんと考えて、ましてや教育委員会で

しょう。学童保育の子どもを指導する立場やから、できるだけやっぱりちゃん

とという思いで決められてるわけですから、そこはもうちょっとね、こんなこ

とを言われるような内容にはすべきではないということは指摘しておきます。

４年後覚えてれば、またいれば、その時話しますけど、いいですわ、もう。  

○議  長  

 ほか、質疑ございませんか。植田議員。  

○６  番  

 いろいろ今、山口議員からあったんですけども、なかなか学童の指導員の先

生になられる方というのも、人材確保が難しいというのもこの間あったと思う

んですね。定年も６５歳かな、この学童指導員は。全くなかった。けど、体力

的な問題もあるんやったらおっしゃっていただきたいし、だけどやっぱり体力

的な問題もあるのでね、そういう問題もあると思うし、取得期間も、私も４年

間というのは非常に長いなと思うんですけども、現在ここの指導員の方、時給

で来られてる方ですよね。資格を取得された方と、まだ取得されてない方での



 

－４５－ 

時給に差は設けてはるのかな、ないのかな。それと、研修にかかる費用という

のは、これは個人負担になってるんですか。そこら辺も、一定そういう質の確

保ということで、指導員を、教育委員会として早く研修を受けてもらってとい

うことであれば、そこら辺のフォローも必要だと思うんですけども、この点に

ついてはどうでしょう。  

○議  長  

 教育部長。  

○教育部長  

 まず、放課後指導員の年齢要件ですけども、条例上において、その年齢の要

件はございません。  

 それとですね、二つ目の質問ですけども、県知事の研修を修了した者とそう

でない者の賃金の格差でございますけども、条例上は今、区分されておらない

ところでございます。  

 それとあともう一つ、三つ目は、すみません、もう一度お願いします。すみ

ません。３点目の質問。  

○議  長  

 植田議員。  

○６  番  

 私も今ぱっと言ってしまったからあれやけど、年齢要件がない、賃金の格差

もないと。あと１点何やったっけ。研修費用については、助成的なものがある

のかどうかということですね。  

○議  長  

 教育部長。  

○教育部長  

 研修費用のことですけども、これについても、町からの補助はございません。  

○議  長  

 植田議員。  

○６  番  

 費用、全く個人負担ということですよね。町がこんだけ質の確保のために求

めているのに、全くそこに補助がないというのも私はおかしな話だと思います

よ。そこは、それを求めるんであれば、きちっとそれに見合う、費用的な補助

もそうですし、現場の状況によってはね、やっぱりなかなか、子どもたちがた

くさんいて、その指導員が抜けることができないという状況があるところもあ

ると思うんです。それを、抜けてもフォローできるような体制を取って、どう

ぞ行ってくださいということをしないと、何か非常に指導員の先生に対して行
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政として不誠実な対応だというふうに思いますが、この点については改善をや

っぱりすべきで、先生たちが安心して研修を受けられる状況をきちっと保障し

ていくということが必要だと思うんですけども、この点について再度お尋ねし

ます。  

○議  長  

 教育部長。  

○教育部長  

 先ほどの答弁、訂正させていただきます。  

 研修を受けるに当たっての費用の件ですけども、ちょっと私、町からの補助

はないというふうに申しましたけども、補助がございまして、受けられる方の

個人負担はございません。申し訳ございません。  

 それと、今後ですね、放課後児童クラブという学童保育の件ですけどね、今

後の運営に当たってはですね、先ほどから申してますように、あくまでもその

子どもたちの安全の確保、保育の質の確保というのが大事だと思っております

ので、今ですね、資格研修を受けられていない方の研修をできる限り早く受け

ていただくということも含めてですね、できる限り学童保育を安定的に運営し

ていくように努めてまいりたいと思います。  

○議  長  

 ほか、ございませんか。馬本議員。  

○１２番  

 期間が長いとか、いろいろなお話出てますけどもね、ちょっとそこで聞きた

いんやけど、常に指導員が足らんねんと。何か決算・予算で一般質問でいろい

ろ御答弁されてるのが記憶にあんねけど、それと、学童保育は増えてきてると

か、要するに二つの部屋にしましょうと、学校一つでね、維持管理しましょう

かとか、いろいろ学童保育を御利用されてる保護者は多いですわな。基本的に

言うけども、支援員は言うたらすぐに募集したらあんのかいな。そこら辺、今

までの経過どうやったん。  

○議  長  

 教育部長。  

○教育部長  

 支援員の確保の状況ですけども、当然、年度によって退職される方もござい

まして、六つの学童保育所の支援員が足らないと、欠員になるような場合もご

ざいます。その都度募集をかけている状況ではございますけども、思うように

はですね、なかなかすぐに集まらないという現状がございまして、指導員の確

保に苦慮してるとか、そういうような現状もございます。  
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 ただですね、あくまでも学童保育所の安定的な運営と保育の質の確保という

点でですね、学童保育の充実には最大限努力したいと、そのように考えており

ます。  

○議  長  

 馬本議員。  

○１２番  

 僕もそう思うわ。そやから、４年と今度の条例で書いてるけども、いろんな

考え方あるけども、要するに、今回この指導員の中でも、このようにきちっと、

うちのは員数に関する基準というのをつくってるんやから、要するに、２人以

上の配置する場合、その場合１人を補助員に代わってやると。そやから、要す

るに、ちゃんとして研修を受けた正規の指導員をより一層多く確保するという

意味が、僕はここら辺に込められてるん違うかなと。そういう意味も持ちなが

らね、要するに４年間の期間を延長されたんではないかなというふうに私は取

ります。  

 それと、定年退職がないという御回答をおっしゃってんけども、民間でも定

年退職は一定あるけども、なぜそれないんやというのは何でや。不思議に思え

へん。ある程度の一定の支援員が確保できへんから定年の制度がないんか。そ

こら辺も一遍答えてみい。  

○議  長  

 教育部長。  

○教育部長  

 学童保育支援員の年齢の件でございます。  

 当然、支援員ということで、年齢の要件、それを設けることも大事かと思う

んですけども、やはりですね、現状として、学童保育支援員の確保に苦慮する

と、そういうようなところもございますので、年齢要件は設けていない、そう

いうところでございます。  

○議  長  

 馬本議員。  

○１２番  

 ということは、それだけ指導員が不足してるというふうに私は取りました。  

 それと、あとは中身の指導員の質の確保ということも、先ほどここに、平群

のこの条例の一部改正の趣旨として載ってる。ということは、１人でも多く正

規の指導員を確保していこうということで、４年間というふうに、今度の条例

を改正されたというふうに認識は、私はしております。そういうことです。  

○議  長  
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 ほか、質疑ございませんか。  

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら、本案に対する質疑を終結いたします。  

 これより討論に入ります。  

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 討論ないようでしたら、本案に対する討論を終結いたします。  

 これより議案第３３号について採決を行います。  

 本案については原案どおり可決することにいたしたいと思いますが、異議ご

ざいませんか。  

 

「異議なし」の声あり  

 

○議  長  

 異議なしと認めます。よって、本案については原案どおり可決されました。  

 午後１時３０分まで休憩をいたします。  

（ブー）  

休    憩  （午前１１時４９分）  

 

再    開  （午後  １時３０分）  

 

○議  長  

 それでは、休憩前に引き続き再開いたします。  

（ブー）  

○議  長  

 日程第７  議案第３４号  令和３年度平群町一般会計補正予算（第２号）に

ついて  

を議題といたします。  

 議案の朗読を省略し、提案者の提案理由の説明を求めます。総務部長。  

○総務部長  
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 議案第３４号  提案理由説明  

○議  長  

 それでは、これより本案に対する質疑に入ります。山口議員。  

○７  番  

 ちょっと形式のことで聞くけど、まず、提案理由の説明に歳入のところの説

明が一切ないけれども、どういう理由でしょうか。  

 それから、歳出の項目のところで、財源内訳全部、国の交付金もこれ一般財

源のとこに入れてるけれども、これはこういうことでいいんですか。  

 その２点。  

○議  長  

 政策推進課長。  

○政策推進課長  

 それでは、山口議員の御質問にお答えさせていただきたいと思います。  

 提案理由につきましては、今回、歳出しか記載されておらず、歳入について

は、今回、歳出だけの記載になっております。そして、コロナ臨時交付金につ

きましては、なぜ一般財源扱いなのかといいますと、通常の事業支弁の補助金

のように、特定の事業のみに充当される補助金ではなく、あくまでも人口とか

事業所数とかを基礎に、感染状況や年少者とか高齢者の比率、そういったもの

に基づいて算定され、交付されるものでありますので、第１次、第２次もそう

でしたが、一般財源扱いとして計上しているところでございます。  

 以上でございます。  

○議  長  

 山口議員。  

○７  番  

 財源の内訳扱いについては、１次も２次もそうやったん。気がつかなかった。

ただ、そうやけど、提案理由で歳入書かないというのは、これは抜けたん違う

の。そんなん普通、ずっと書いてんのにやね。だってこれ、相当行間空いてる

し、書けないことはないわけやろう。だから、忘れてたんでしょう、これ。う

そ言わんとはっきり言ってごらんよ。どっち。  

○議  長  

 政策推進課長。  

○政策推進課長  

 すみません。申し訳ございません。今回、歳出のみ書かせていただきました。

歳入の部分につきましては欠落したというか、失念しておりまして申し訳ござ

いませんでした。  
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○議  長  

 山口議員。  

○７  番  

 これちゃんと入れて出してくださいね。出し直してくださいよ。そうでない

と、これ何で言うかいうたらね、例えば議員として説明するときに、この補正

予算全体がどうであったかというのを説明するときに、ここの部分も参考にす

るわけですよ。特に、議会だよりなんか作るときには、当然どういう補正予算

かというのを説明するときに要るわけですよね。もちろん、別添の概要は出て

るから、これを見れば分かるやろうということですけど、これまでずっと、僕

１８年間、歳入ないのなんて初めて見たから、今聞いてて、あれ、何じゃと思

って、ちょっとその辺ちゃんとしてくださいね。  

 あとはちょっと大きい話になります。  

 一つはですね、町長挨拶の中で、昨年度の一般会計の実質収支、それから実

質単年度収支について、黒字だったということでした。この問題については、

補正予算ごとに私もいろいろ質問してますんで、５月の臨時議会のときに質問

したときには、そのときの答弁ではですね、実質収支が約３，０００万円の黒

字で、実質単年度収支については１億８，０００万ほどの赤字になると。これ

は、去年というか、今年の２月ぐらいの財政シミュレーションでも、３億以上

の実質単年度収支が赤字になるということでしたから、それがこれだけ大きく

改善されてるということになるわけですね。その数字でいくと、昨年度末、要

するに、５月の臨時議会のときは、それを見ると、要するに、一般会計として

残る金、剰余金というのは１億３，０００万程度だというのが５月７日の臨時

議会での答弁になるわけですけれども、しかし、今言ったように、大きく改善

されたと。まず、この要因についてね、まだ詳細には検討されてないでしょう

けども、大まかに説明していただけますか。  

○議  長  

 政策推進課長。  

○政策推進課長  

 それでは、決算につきましての御説明をさせていただきたいと思います。  

 詳細につきましては、まだ分析等はできておらないんですが、歳入で、まず

当初予算と比較して増収になったものがございます。特別交付税であれば、１，

１４１万４，０００円、そして町税であれば４，２２９万２，０００円、そし

て、地方消費税交付金、こちらのほうが１，１１５万５，０００円、そして斎

場使用料が１，１６２万５，０００円など、見込額より約１億弱多かったと。

そしてまた、歳出面につきましては、当初、補正を予定を想定していた以上に
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不用額が昨年に比べて１億円弱多かったということもございます。そういうよ

うなことから欠損見込みになったと考えていると。ただ、不用額につきまして

は、まだちょっと今後分析が必要なんですが、コロナ感染症であったときに、

事業自粛によって、物件費、光熱費等の予算残や、そしてまた福祉医療費等の

医療費不用につながっているのかなと。そういった部分を分析しながら、今後、

分析を進めてまいりたいというふうに考えております。  

 以上でございます。  

○議  長  

 山口議員。  

○７  番  

 今、町税収入が４，０００万増えたと。この内訳というのはちょっと分かり

ますか。大ざっぱでいいですけど。  

○議  長  

 政策推進課長。  

○政策推進課長  

 若干増えた部分ですけれども、個人住民税で３，６９３万円、固定資産税で

７４１万１，０００円、そしてたばこ税で８４１万１，０００円などが増額に

なったということで考えております。  

○議  長  

 山口議員。  

○７  番  

 これはちょっと特異な、コロナの中でのことなのかどうか、その辺もちゃん

と分析、今後していただきたいと思います。  

 それでね、今年、さっき言ったように、今年度は３億の赤字で、ずっとこの

ままいったら相当の赤字になるというのが、今年、最終的には３月に出された

町の緊急財政健全化計画案ですよね。それで見ると、早期健全化で、今年度が

２億５，８００万、来年度が１億５，５００万、それから令和５年度が１億５，

４００万のこの計画を進めて実施して効果を出すと。要するに、効果を出すと

いうのは、差引き、増えるのと減るのとでそれだけの効果を出すということな

んですが、今年度については２億５，８００万円ですけれども、土地を１億２，

０００万売ったという前提ですから、これがもしないとしたら１億３，８００

万となるんですけどね。既に、さっき言ったように、この計画の前提となって

る今年度３億何がしかの赤字、それが約４，０００万の黒字ですから、３億４，

０００万、もう既に改善されてるんですよね。早期健全化全体で大体５億六、

七千万やと思うんですけど、もうそれ３億何ぼ改善したら、あと２億でええわ
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けやね。ということはね、何が言いたいかというと、それともう一つ、この後、

議案で出てくる三セク債の繰延べ、これも今年度は２，５００万ほど、要する

に支出が減るわけですよね。来年度から５，０００万程度減るわけですよ。そ

したらこれ、３年間だけ見ると、１億２，５００万もここだけで減るわけです

よ。そしたら、もう大体あと１億減らしたらええだけで、今年度の当初予算を

見ると、土地売払収入の１億２，０００万以外はそのままいけてるわけですよ。

ということは、不用額で全部吸収できる。ということはね、よっぽど何か大き

なことがない限り、この間出てきたのでは、駅周の補塡が９００何がしか増え

た、１，０００万増えたということだけでしょう、今のところね。だから、そ

ういうふうに見てくると、今年度はどう考えたって赤字になる要素がないわけ。

そしたら、この緊急財政健全化計画というのはもう根底から変わってしまって

るわけですよ。  

 今後、ここに説明あったように、県から、金額は分かりませんが、お金も無

利子で借りられるということになるとね、もう全然その前提が変わってしまっ

てるから、県から借りられる分は借りたらいいと思うんですが、土地だけ買う

て、まだ庁舎も何も建てる計画は一切ないですから、その積立てもせなあかん

やろうし、いろいろ出てくるとは思いますが、そのほかも出てくると思うんで

すけどね。その根底が変わってるということで言えば、もうすぐにでもこの緊

急財政健全化計画の中身についてね、今回の結果を受けて、早い時期に変更す

る必要があるんじゃないか。  

 私は、その中で一番言いたいのは、管理職の給与カットを４月からやりまし

たけど、これはもう早く撤回すべきだ。今のところ、３年ということになって

ますけども、県との関係があるからなかなか難しいかもわかりませんが、これ

だけ、今、ワクチンとかで忙しく職員がしてる中で、その給与をカットしてで

すね、土日まで働いてやってるわけですから、その辺も考えればね、町長ね、

今下げてる分、全部戻せとは言いませんが、やっぱりちょっとはそういうこと

も考える必要があるんじゃないかと。だって、管理職のカット、１年間で１，

８００万と言ってましたよね、年間で。もう十分吸収できるじゃないですか。

今、６％と５％カットしてますけども、それをやっぱり半分以下に減らすとか

ね、そういうことは、やっぱりこういう大きく状況が変わった中では考えるべ

きだというふうに思います。この昨年度の決算を見てね、財政収支がこうなっ

たということを見て、そういうことも考えられるんではないかと思うんですが、

町長どう思われますか。  

○議  長  

 政策推進課長。  
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○政策推進課長  

 それでは、山口議員さんの御質問にお答えさせていただきたいと思います。  

 今後、分析を進めていく中ですけれども、令和２年度の決算が好転したのは、

やはり一時的な要因もあるかなというように考えております。そしてまた、現

在、県の重症警報が出ている中で、町財政というのは依然として厳しい状況に

あるというふうには考えております。ただ、今回、シミュレーションとは大き

く乖離してるのは事実でございます。そういった中で、シミュレーションの見

直しというのも考えていかないといけないと。ただ、今現在、先ほどから出て

る奈良県との健全化の協議を現在進めております。そしてまた、後ほど出てく

る第三セクター債の借換えと、そして今後、財政シミュレーションに影響する

ような財政措置というんですか、そういったものが今現在進められております

ので、シミュレーションの見直しにつきましては、その具体的なそれらが数値

となってくる時期に時点修正したシミュレーションを作成して、またお示しし

たいというふうには考えております。  

 そしてまた、人件費のカットにつきましても、現在、管理職はなっておりま

すけれども、現在、財政支援を受ける中での健全化計画を立てる中で、経常収

支比率のカットがマイナス５％というのが上げられております。そういった中

で、今回、そういった県との協議を進める中で、構造的な財政健全化を今後と

もしっかりやっていきたいというふうにありますので、引き続き、管理職のカ

ット等につきましては取り組んでまいりたいというふうには考えております。  

 以上でございます。  

○議  長  

 山口議員。  

○７  番  

 でも、前提がこれだけ大きくええほうに変わったわけですから、それはどう

してかと言ったら、職員の皆さんの努力もあったわけでしょう。こういう、特

にコロナで大変なことになってる時期にこそね、職員の皆さんをはじめ、住民

の皆さんに喜んでもらえるようにするということが大事だと思うんです。  

 それでね、今そういう答弁で、まだ昨年度の決算についてはですね、検証と

いうのはこれからになりますけども、ちょっとその辺も考えてやっていただき

たい。どっちにしても、９月議会の決算、全貌が出た中で細かいことも含めて

話に出ると思いますけども、今期だけのと言ったけど、そんなことないと思う

よ。別に、国から来たコロナ関連の交付金なんて全額使ってるわけだから、収

支には関係ないわけですよ、それについては。それでもこれだけの黒字になっ

たというのはね、本当にきちっと検証しないと。  
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 私は、一番びっくりしたのは、町税収入が４，０００万も増えたというね、

ここは一番びっくりしたんですけれども、これについても、さっき言ったよう

にきちっとやってほしいと。不用額も例年より多いということですから、その

辺も、どうしてそうなのかというのをね。そうでないとね、今回でもそうです

し、第２次健全化計画もそうでしたけど、出してすぐ黒字になってるんですよ。

それはもちろん、一番悪くなったときのことを考えて財政対応しないといけな

いということもあるんで、それはそれで別に悪いことではないんですが、しか

し、あまりにも職員の給与をカットするとか、今回は出てませんが、住民に負

担をお願いするとか、そういうのはやっぱり最後の最後なんでね。そのために

もですね、今回こんだけ乖離あるというのは、逆に言えば、どんな予測してん

ねんというような話にも住民から見ればなりますので、そこのところはきっち

り検証して９月議会では報告していただきたいというふうに思います。  

 ここの件についての僕のほうからは、中身については、コロナ対応で全協で

説明あったんですが、やっぱりもうちょっと医療機関や住民への支出を増やし

ていただきたかったというのがあれですけれども、最大限組んでおられるんで、

そのことについてはこれ以上言いませんけども、今後もまた第４次があるのか

どうか分かりませんけども、その場合はもうちょっとね、町内の実態をやっぱ

りしっかりつかんでいただきたいということはお願いしておきます。  

○議  長  

 質疑、ほかございませんか。植田議員。  

○６  番  

 ちょっと確認だけしたいんですが、全協のときに、今回、小中学校、それか

らこども園でのトイレの自動水洗をされるに当たって、北幼稚園にも平群町の

児童が行ってると。それについてはどういう認識かというと、今調査してない

というだったんですけれども、その後、調査をされて、この予算を見る限りで

は、実際、北幼稚園はちゃんとされていたのかどうなのか、そこら辺の調査さ

れた報告をちょっとお願いしたいんです。  

○議  長  

 教育部長。  

○教育部長  

 ただいまの北幼稚園のトイレの自動水洗化に係る御質問やったかと思います。 

 前回の全協のときに、町内の各小中学校、自動水洗化するということで、北

幼稚園はどうなっているのかということでございました。その後、幼稚園、ま

た県のほうにも確認させていただいたんですけども、私立幼稚園についても、

県からのコロナ対策の補助メニューがあるということで確認しております。既
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に令和元年度分、令和２年度分ということで補助は受けられているというふう

に聞いておりますし、令和３年度についても５０万程度の枠があると、そうい

うふうに聞いておりますので、町といたしましては、まず、北幼稚園でそちら

の補助金を活用していただいて、北幼稚園独自のコロナ対策を実施していただ

きたいと、今はそのように考えております。  

○議  長  

 植田議員。  

○６  番  

 県のほうから補助があるということだったんです。実際、そういうふうな、

結構ね、自動水洗というのは、トイレの感染症を予防する中で非常に大きな位

置づけにもなると思うんですけども、実際、北幼稚園は今どういう状況なのか

というのはお聞きされましたか。それだけちょっと、されてるんだったら報告

してください。  

○議  長  

 教育部長。  

○教育部長  

 北幼稚園の詳細なコロナ対策については聞いておりませんけども、ちょっと

自動水洗化されてるということまではちょっと今は聞いておりません。  

○議  長  

 ほか、ございませんか。井戸議員。  

○４  番  

 今と同じような話になってしまうんですけど、自動水洗のそれぞれの数です

ね、これ出てますね。こども園、小学校、中学校、役場本庁舎、その数だけ取

りあえずお願いします。  

○議  長  

 教育部長。  

○教育部長  

 各小中学校における自動水洗化の予定でございます。  

 今のところ、予定ということで御理解願いたいんですけども、順番に申し上

げますと、平群小学校は既に大規模改造が全て済んでおりますんで、必要ござ

いません。北小学校については、２６か所を予定しております。南小学校につ

いては１１か所、平群中学校について２４か所、ゆめさとこども園が６か所、

はなさとこども園が２８か所で、合計９５か所の自動水洗化を予定しておりま

す。  

○議  長  
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 井戸議員。  

○４  番  

 ありがとうございます。  

 あと、確認といいますか、ここに載ってないんですが、私が全員協議会で要

望させていただいて、いい答弁が頂けなかったんですが、ＰＣＲ検査の拡充で

すね。先ほども出ましたが、これが載ってないということなんですが、やはり、

ちょっと私としては残念なんですが、この件について、ちょっと答弁いただけ

るでしょうか。やはり、同じようにＰＣＲ検査、今の時点では考えていないと

いう形なのでしょうか。  

○議  長  

 住民福祉部長。  

○住民福祉部長  

 それでは、井戸議員の御質問にお答えさせていただきます。  

 ＰＣＲ検査の費用でございますが、今回の第２号補正につきましては、計上

してないというような状況でございます。御承知のとおり、先ほど御承認賜り

ました専決処分の第１号補正の中で、生駒郡における広域の施設整備というこ

とで、一定予算措置をしたところでございます。ですので、今回の補正におき

ましては、まだ個別の方からのＰＣＲ検査並びに、また個々に対しての何がし

かの支援という部分でのメニューとしては、今回計上していないというのが現

状でございます。  

○議  長  

 井戸議員。  

○４  番  

 ありがとうございます。  

 今回計上できなかったということで、分かりました。今後に期待しますし、

一般質問でも取り上げるので、あまりですね。その確認だけでした。ありがと

うございます。  

○議  長  

 森田議員。  

○８  番  

 今の自動水洗の件ですけども、物品の購入に上がってるんですけども、これ

工事は要らないんでしょうか。  

○議  長  

 教育部長。  

○教育部長  
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 自動水洗化の御質問でございます。  

 トイレの蛇口ですね、自動水洗化するに当たって、２通りのやり方が考えら

れます。一般的にはですね、電気配線工事をやって、手を差し伸べて水がじゃ

ーっと出てくると、それがよくあるような自動水洗化やと思うんですけども、

今回我々が考えておりますのは、そういった電気工事を伴わないで、蛇口だけ

を、乾電池の入った蛇口というのがございまして、それを採用するというふう

に考えております。それにつきましては、昨年度ですか、南学童でそういう方

法で実施させていただきまして、金額的にも安価でありますし、電池の寿命も

約２年ほどもつということでございますので、今回の工事は、通常の電気の配

線工事を行わないで蛇口のみを取り替えると。その蛇口の中に乾電池が入って

ると、そういう方式でやっていきたいと思っております。  

○議  長  

 森田議員。  

○８  番  

 そういうことじゃなくて、これはどなたが取り替えるんだということになろ

うかと思うんですよね。物を買って、そのままで済まないと思うんですよね。

調達先も変わってくるんじゃないかなと思うんですけども、それをちょっと御

答弁いただきたいと思うんですけど。  

○議  長  

 教育部長。  

○教育部長  

 工事は誰がするのかということでございますけども、当然箇所数も相当あり

ますし、金額的にも相当かかってまいりますので、当然業者発注と、そういう

形で考えております。  

○議  長  

 森田議員。  

○８  番  

 それとですね、民生費のところで給付金が計上されてるんですね、１人当た

り５万円で３００人ということで、非常に私これ、人数が、本当に町内でこれ

だけ支給される方がいらっしゃるという驚きがあるんですけども、絶対数が幾

らで、これが何名支給されるのかですね。児童数というんですかね、子どもが

何人で、３００人が支給しないといけないとなってるのか、その辺が分かれば

お答えください。  

○議  長  

 福祉こども課長。  
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○福祉こども課長  

 それでは、ただいまの質問にお答えします。  

 一応、対象者につきましては、高校３年生までの支給を受けている方などの

対象で、障がいのある方は２０歳未満としてます。新生児については、令和４

年２月までに生まれた子を対象としてます。その中で、大体２，３００人と。

その２，３００人のうち、令和３年度の非課税世帯が幾らあるかということで、

今、住民税を課税したところで、非課税世帯は何人か分からないんですけども、

今、県のほうでは概算が出されてまして、多めで２６０名ぐらいやろうなとい

うことは聞いてるんですけども、若干それより多く見さしてもらって３００人

と、あくまでも多めの人数で積算して上げさせていただいております。  

 以上でございます。  

○議  長  

 森田議員。  

○８  番  

 ありがとうございます。  

 人数は私、こんだけいらっしゃるのかなという驚きがあるんですけど、それ

は別として。  

 それとですね、パッカー車をリースされるんですかね、これから。何か、お

話によれば、パッカー車が転倒したというような状況を聞いてるんですけども、

どういう状況で転倒したのか、そのパッカー車がどれぐらいの経年たってるの

かお尋ねします。  

○議  長  

 住民生活課長。  

○住民生活課長  

 今回、パッカー車の債務負担行為、上げさせていただきました。３月の２６

日の日なんですけれども、通常の収集に回っているパッカー車が山手櫟原の方

面で、連日雨が降っておりまして、落ち葉がたまっている急な坂道がありまし

て、そちらのところを登っている最中、ちょっと失速をしまして、そのままず

るずるとブレーキをかけているが、滑って下りてきたと。そのままハンドル不

能になりましたので横転したという事故が起きました。それによりまして、そ

の車両なんですけども、平成１７年式の車両で、もう１６年ほどたつ車両でご

ざいます。ただ、この車両もリース車両で借受けしてる最中でございまして、

その車両につきまして、今回新たに、その車につきましてはリース会社のほう

と話をしまして、廃車という方向にさせていただきまして、修繕費用につきま

しても、かなり高額な修繕費用がかかるようなので、経年劣化もありますので、
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新しい車の導入という形で出させてもらってるところでございます。  

 以上です。  

○議  長  

 森田議員。  

○８  番  

 今の御答弁であればですね、リース期間中というお話あったんですけれども、

リース期間中であれば、その残存の期間はどのような扱いになるんでしょうか。 

○議  長  

 住民生活課長。  

○住民生活課長  

 リース期間中ではございますが、リース契約の中には、走行が不能になった

場合、双方の協議によって解約をできるという条文がありましたので、そちら

のほうは、修繕をするかどうかという相談をいたしまして、リース会社のほう

とも、今の段階で修繕をして、今後あと何年もつんだという話もありましたの

で、リースのほうは解約という形でさせていただきました。  

 今回の債務負担行為をさせていただいた中身の車両の購入なんですけども、

これは新たにまた入札という形でのリースというふうに考えております。  

 以上です。  

○議  長  

 森田議員。  

○８  番  

 ありがとうございます。  

 この頃、町有車の事故が非常に多いものでですね、安全運転とかですね、事

故を起こされた方も受けた方も非常に負担が大きいものですので、その辺の教

育も含めて徹底していただきたいと思います。  

 それと、駅周のことですけども、これでほぼ終わるというふうに思うんです

けども、昨年の３月１１日の全協で事業費の一覧表を頂いてるんですけども、

これでもう最終なんでしょうか。私は今回のことを加えてですね、もう一度こ

ういう資料が出てくるのかお尋ねいたします。  

○議  長  

 経済建設課長。  

○経済建設課長  

 駅周事業の費用ですね、こちらのほうについては、全協でも説明させていた

だきましたが、８６億少しということで、今のところは数字が出てますという

ことで、ただ、今回保留地処分が終わりましたので、事業が完了ということで、
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今回、契約も調って解散の申請も出されてます。今後、改めて財産といいます

か、組合の処分金も含めての決算がなされますので、ちょっとどういう数字に

なるかはまだ不確定で、おおむねこの数字については変わらないということで

御理解いただきたいと思います。  

○議  長  

 森田議員。  

○８  番  

 組合が解散するに当たって、赤字だということはまず考えられないと思うも

んですけども、何ぼか平群町には返ってくるんでしょうかね、お金が。  

○議  長  

 経済建設課長。  

○経済建設課長  

 内容についてはちょっと確認できておりませんので、今はお答えできないの

で御承知ください。  

○議  長  

 ほか、質疑ございませんか。下中議員。  

○１１番  

 １０ページの総合計画と総合戦略のことについてお尋ねいたします。  

 第６次総合計画、第２期総合戦略ということですねけども、まず初めに、両

方とも、５次総合計画は、前期は検証できてると思います。また、第１期の総

合戦略も去年で終わってますので、検証ができているのかどうか、まずはお尋

ねいたします。  

○議  長  

 政策推進課長。  

○政策推進課長  

 下中議員さんの御質問にお答えさせていただきます。  

 現在、５次総計と総合戦略の効果検証につきましては、現在まだ取り組んで

いる途中ということで御理解賜りますようお願いいたします。  

○議  長  

 下中議員。  

○１１番  

 まだ現在取組中ということは、全部検証が終ってないということですかな。  

○議  長  

 政策推進課長。  

○政策推進課長  
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 今現在、検証に向けて、内部で職員の手で、５次検証とかにつきましてはや

っていくということなんですけれども、今、それらに向けて、どういった形で

内部でヒアリングを行ったりとか、また、５次の連絡協議会の委員さんとか、

そういったところで、５次の検証を確立させていきたいなというふうには考え

ております。  

 以上でございます。  

○議  長  

 下中議員。  

○１１番  

 総合戦略については去年で終わってますわな、実際。だから、これはもう１

年たってるので、検証ができていて普通だと思います。できるだけ早くやって

いただきたい。  

 それと、５次総はね、これも私何回も一般質問してますねけどもね、もう前

期の分はできていて普通ですわな。前期の分を見て後期を見直すというふうに

なってますのやからね。今、後期もあと２年ですやんか。だから、５年のうち

の３年過ぎるわけですわな。だから、やはりその辺はもうちょっとスピード感

を持ってやっていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。  

 それとね、これ実際、６次総合計画は４年が任期満了ですねけども、そこま

で、どのぐらいのスピード感を持ってされるか分かりませんねけども、現在予

定されている事業は完了と言ったらおかしいですけども、その事業に向けての

やり方というのか、いろいろありますねけども、それのスピード感については

どのように考えておられますか。  

○議  長  

 政策推進課長。  

○政策推進課長  

 今回の第６次総合計画の策定に向けた取組ということでございますが、今回、

補正予算を可決していただきましたら、業者選定を８月中には終えていくと。

そういった中で、今回、総合戦略と第６次総合計画ということで、二つの計画

を策定を行うということでございますので、それでも１年半しかないといった

中で、ある一定、来年の１２月までにはもう素案等を確立させていきたいなと

いうふうな形で、今取り組んでいこうというふうに考えております。  

 以上でございます。  

○議  長  

 下中議員。  
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○１１番  

 ということは、６次総合計画は４年が満了ですので、そのぐらいで十分だと

思いますけども、総合戦略、これ第２期ですわな、実際制定するのは。これに

ついても、少し時間が空きますねけども、同じような時期になるということで

よろしいですかな。  

○議  長  

 政策推進課長。  

○政策推進課長  

 第６次総合計画と合わせた形で、総合戦略も、同様に令和５年度を初年度と

して第２期の総合戦略を策定予定ということでございます。  

 以上でございます。  

○議  長  

 下中議員。  

○１１番  

 ということは、総合戦略については少し時間が空くということですわな。２

年で終わって５年から開始ということは、３年間ブランクあるということです

ねけども、いい面は引き続きやっていくということで、これも一般質問の中で

もいろいろありましたけども、できるだけスピード感を持ってやっていただき

たいと思います。よろしくお願いします。  

○議  長  

 質疑、ほかございませんか。  

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら、本案に対する質疑を終結いたします。  

 これより討論に入ります。  

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 討論ないようでしたら、本案に対する討論を終結いたします。  

 これより議案第３４号について採決を行います。  

 本案については原案どおり可決することにしたいと思いますが、異議ござい

ませんか。  
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「異議なし」の声あり  

 

○議  長  

 異議なしと認めます。よって、本案については原案どおり可決されました。  

 続きまして  

 日程第８  議案第３５号  第三セクター等改革推進債の起債に係る許可申請

について  

を議題といたします。  

 議案の朗読を省略し、提案者の提案理由の説明を求めます。総務部長。  

○総務部長  

 議案第３５号  提案理由説明  

○議  長  

 これより本案に対する質疑に入ります。山口議員。  

○７  番  

 第三セクター債については平成２４年からですから、もう既に今年９年目と

いうことになるんですけどもね、一つ確認しておきたいのは、２０１８年、平

成３０年の５月１８日の全員協議会で、駅周の絡みもあったと思うんですが、

この三セク債の返済額を、あの当時、第２次健全化計画をつくった後ですね、

それはそれで、そのとおりいったかどうかは別に、あんまりいってないと思い

ますが。ただ、またちょっと駅周で債務保証が増えるということで、要するに、

ここ二、三年が一番大変になるということでね、年２回のうち、本当なら５年

間で９回、１回は半年ですね、その年は。それで、元金９，０００万円の支払

いを繰延べすると。その後、負担は増えるけれども、取りあえず赤字団体回避

という意味合いもあったと思うんですが、そういうことをやって、その後、そ

の話は全く出てなくて、今日のこれだけを見ると、途中で変わったという話は

ありませんから、実行できなかったんだろうなと思うんですが、それを実行で

きなかった理由というのは何なんですか。  

○議  長  

 政策推進課長。  

○政策推進課長  

 それでは、山口議員さんの御質問にお答えさせていただきます。  

 第三セクター債につきましては、平成３０年度当時に、確かに全員協議会の

ほうで協議をしていたということでございます。財政の背景といたしましては、

文化センターの用地費等で補助対象にならなかった分とか、実質単年度収支が
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赤字になるとか、そういった厳しい状況であったということから、当時は償還

期間は延長せず、４年間の元金返済を１，０００万ずつ繰延べするというふう

な形を検討しておりました。しかし、その執行につきましては、奈良県の町財

政の認識とか金融機関との調整が調わず、実行には至らなかったということで

ございます。この結果につきまして、議会の皆様に御報告をしていなかったこ

とにつきましてはおわび申し上げたいと思います。今回につきましては、奈良

県の重症警報が発令されまして、町の財政への認識等も変化しておりまして、

また、緊急財政健全化計画の達成に向けて、奈良県とも協力いただいてること

から、改めて借換えの協議を進めさせていただいてるというところでございま

す。  

 以上でございます。  

○議  長  

 山口議員。  

○７  番  

 この十数年、財政大変ということで、そういう健全化計画も何回も策定しで

すね、駅周や文化センターや、それらの絡みも含めて、開発公社の問題も含め

てですね、いろいろと議会のほうには報告していただいて、町の提案なりに対

して議会としても意見を言い、やってきて、その中で、これは結構９，０００

万って、今４年と言ったけど５年なんですよね。実際４年半ということになり

ますけど。それね、そういうのを、できなかったらできなかったで、きちっと

報告してもらわないと。全くやりっぱなしで、それがどうなったか。さっきの

議案の下中議員の質問に対してだって、検証をまだやれてない、２年前に終わ

ったのができてないとか、それじゃね、また同じようなものをつくって、どこ

まで進捗したのか、できなかったのはなぜなのか、そんなことも一切分からず

にまた新しい計画を立てるというようなことでは、いつまでたったってよくな

らないと。たまたま何かいろいろ国から来る金とかが増えれば、何か結果とし

てはうまいこといったように思ってるけど、実際の計画とは全然違うことでよ

くなってるというようなことも多々あるように思いますので、その辺はきちっ

としてくださいね。  

 それからですね、さっきも言いましたが、２４年から始まって、既に今、平

成で言えば３３年ですから、もう９年たって相当払ってるわけですよね。もと

もと１８億７，６７０万ということですけれども、今元金幾ら残っているのか

ということが一つですね。それと、現在の残額と、これは元金でしか分からな

いと思いますが、あと年間返済額というのは、例えば今年度、この議案前とい

うか、去年でも今年でもええですけども、幾らぐらいの返済、公債費として出
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てるのか、その点どうですか。  

○議  長  

 政策推進課長。  

○政策推進課長  

 山口議員さんの御質問にお答えさせていただきます。  

 第三セクター債の現在の元金の残高ですけれども、令和３年５月３１日の償

還を終えて、今現在、１２億４，９２４万６，０００円が元金として残ってお

ります。そちらのほうを本日、議決を頂きまして、同利率で借換えした場合、

今まででしたら、今度、令和３年１１月３０日に、本来であれば、元利で５，

８８６万７，０００円を支払うところ、今後、借り換えた場合ですけれども、

それが３，３５８万円ぐらいになるというふうな形の、今、計算見込みをして

おります。  

 以上でございます。  

○議  長  

 山口議員。  

○７  番  

 いや、違うやん。だから、残金は分かりましたけど、要するに、さっきちょ

っと言いましたけど、年間で５，０００万、要するに、今年はもう前期払って

るから、５月払ってるから１１月に払う分だけなんで、半分で２，５００万と

言いましたけど、来年度から要するに５，０００万減るわけでしょう。その金

額、例えば、来年度じゃあ、金利、どう変わるか分かりませんけども、取りあ

えず今の０．７何がしの金利で４，５２０万、利息は残り１０年間増えるわけ

やから増えるわけですけれども、例えば来年度で言えば、元利含めて、これを

しなければ幾ら払って、これをしたことによって幾らになるのか、その差が要

するに町の支出が減る分でしょう。それが知りたいと言ってるから、それを言

っていただければ。  

○議  長  

 政策推進課長。  

○政策推進課長  

 すみません、令和４年度に支払う元利の償還、現在のままでいきますと、１

億１，７１１万６，０００円支払うことになっております。そして、借換えし

た場合につきましては、６，６８６万９，０００円になります。そういった中

で、その差額といたしまして、約５，０２０万程度が償還が減額されるという

ことでございます。  

 以上でございます。  
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○議  長  

 山口議員。  

○７  番  

 これでいけば、緊急財政健全化計画の５年間で利息は減っていきますから、

差額は減っていきますけども、大体５，０００万から４，５００万の間ぐらい

で減っていくんで、例えば５，０００万平均とすれば、４年と半ですから、２

億とちょっと減るということですよね。  

 さっきの議案の話になりますけど、これもだから、昨年度の決算を見れば、

これも１０年も延ばす必要ないんじゃないか。今のままだったら確かに毎年の

公債費が１１億超えてくるから大変なのは事実です。でも、それをもうちょっ

と緩やかに、例えば５年にすることだってできたんではないか。金利ははっき

り出ませんが、４，５００万円増えるところが２，０００万から３，０００万

の間で済むかもしれない。そういうことも、本当なら出していただいてですね、

できるだけ全体の経費を抑えるという、それはあれですよ、もともとの緊急財

政健全化計画の前提となるのがあのままだったらこれでもよかったかもしれな

いけども、３億も１年で改善しちゃって、あとは分かりませんけども、管理職

の給与も年間１，８００万、３年間で５，０００万以上のカットになるわけで

すから、そういうことも見込めばね、もうちょっと緩やかにして、金利を抑え

る、そういう考えもあったんじゃないかと思うんですが、そういう検討は一切

しなかったのか。それと、これは県との関わりでこうせざるを得ないのか、そ

の点はどうですか。  

○議  長  

 政策推進課長。  

○政策推進課長  

 それでは、山口議員さんの御質問にお答えさせていただきます。  

 今回、１０年間期間延長することによって、確かに利子が４，５００万、負

担が増加することは事実でございます。期間検証とかしたのかということなん

ですけど、当初から１０年間ということで検討しておりました。それにつきま

しては、今現在、これからの１０年間というのが緊急財政健全化計画とかによ

って大変な時期でありますので、その時期に一定の効果を出して、そして今後、

奈良県の無利子融資とか、そういったものを踏まえて、財政収支というのを均

衡に保つのが一番の目的ですけれども、そういった部分の余剰ができれば基金

を積み立てたり、今後の既発債の繰上償還等を行っていきたいというようなこ

ともありますので、町のほうから１０年間というふうな形で県のほうにも協議

を行ってきたということでございます。  
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 以上でございます。  

○議  長  

 山口議員。  

○７  番  

 ということは、決算出てなかったからというのもあるやろうけども、という

ことは、これは９月議会でもよかったわけよね、１１月からの支払いやから。

ただ、議会の議決を得ないと最終的な交渉ができないというのはもちろんある

んで、そこは理解してるんですけれども、でも、ちょっとその辺ももうちょっ

と柔軟に、それこそ中長期的にも含めてね、日々というか、毎年毎年前提条件

が変わりますから、その辺はちょっとね、そういうことももうちょっと見極め

ながらやっていただきたいなというふうに思います。  

 これ、余談ですけどね、この土地、１８億７，６７０万円。これ、簿価です

よね、もちろん、開発公社ですから。当時の鑑定評価額。当時、もう９年前に

議論したことですからあれですけど、２億８，７５０万です。だから、簿価に

対して鑑定価格が１５．３７％、それだけ土地の値段が下がったということも、

バブルのときに買ってるというのもありますからあれですけど、これの負担と

いうのは、１６億も町としては損してるわけですね。町が損するということは、

住民が損するということ。そういうこともあるんで、できるだけ負担を少なく

していただきたいということはお願いしておきですね、さっき言ったように検

証のほうは、これは検証じゃないですけれども、今後はそういうことも含めて、

今後も借換えするような部分があるのかどうか分かりませんけども、お願いし

ておきたいというふうに思います。  

○議  長  

 質疑、ほかございませんか。長良議員。  

○２  番  

 この議案３５号に当たって、皆さん方にちょっとお願いがあります。  

 私の義理の父親が町長をさせていただきまして、４年ごとの任期でやりくり

してまいりました。目の前に座ってらっしゃる西脇町長も４年ごとの任期の中

でね、次のこと、次のことを考えながら施策を打っていってる。今、役場で職

員でいられる方々は、４０年間のお勤め上げの中でいろんな職域に行って、皆

さん町民の方々に喜んでもらう、そういった方々で、一生懸命町民の方々にい

ろんな福祉サービス、行政サービスを行っていると。僕、こうやって２０年を

３０年に延ばす、ずっとこの議案を見てたときに、４年任期やったら２年半延

びることになる。やはり、選挙で選ばれた人間、４年ごとの任期で、我々、行

政を見てる中でね、やはり町長も４年の中で何か結果を出したい、出したいと



 

－６８－ 

思いながらずっと行政を見守ってると思うんです。役場の職員の方々も一生懸

命やられてるのはよく分かりますけれども、できることならば、この４，５２

０万、１０年にわたったら４５０万ぐらいの金額やといえども、なるべくなら

短い期間で返しながら、皆さんに喜んでもらう。延ばしたら、返す分は少ない。

その分、次に、西脇町長、何期もやられるかもしれませんけど、その中でね、

やはりいろんな公約をさっとできやすいようなお金の組み方というのは単年度

で、僕は２年しかまだやってないけど、組んでいく中でね、この１０年延ばす、

この何て言うかな、僕はまだまだ表現が上手じゃないかもしれんけど、回しな

がら、まちづくり、町制５０周年というような町の中で皆さん、事業をしてる

んでね、この議案、このままいくんだと思うんですけれども、やはりちょっと

もう１回精査していただいて、やはり特別職の方々が伸び伸びと、こんな施策

どうやないかとできるような形で、皆さん勉強してやってくれたらありがたい

なと思います。  

 どうぞよろしくお願いします。別に答弁はいいです。すみませんが頑張って

ください。よろしくお願いします。  

○議  長  

 質疑、ほかございませんか。  

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら、本案に対する質疑を終結いたします。  

 これより討論に入ります。  

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 討論ないようでしたら、本案に対する討論を終結いたします。  

 これより議案第３５号について採決を行います。  

 本案については原案どおり可決することにいたしたいと思いますが、異議ご

ざいませんか。  

 

「異議なし」の声あり  

 

○議  長  
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 異議なしと認めます。よって、本案については原案どおり可決されました。  

 午後３時まで休憩いたします。  

（ブー）  

休    憩  （午後  ２時４２分）  

 

再    開  （午後  ３時００分）  

 

○議  長  

 それでは、休憩前に引き続き再開をいたします。  

（ブー）  

○議  長  

 日程第９  議案第３６号  平群町旧中央公民館解体撤去工事の変更請負契約

の締結について  

を議題といたします。  

 議案の朗読を省略し、提案者の提案理由の説明を求めます。教育部長。  

○教育部長  

 議案第３６号  提案理由説明  

○議  長  

 それでは、これより本案に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。山

田議員。  

○９  番  

 今、図面上では耐火れんがになってたけど、現実的には煙突の内部にアスベ

ストが含まれる吹きつけ材があったと。図面とは違うかったという説明があっ

たんですけど、本来、解体の設計となるとね、もちろん図面を基に設計を進め

る。今、一番解体の値段を左右するのがアスベストの問題なわけですよ。一番

ネックになるのはアスベスト、そういう意味では、通常、解体を設計するんで

あればね、図面と現地の差異も含めてしなければ、工事費に大きな差異が出て

くるというのは誰も分かってる、コンサル業務みたいなのは分かってるはずな

んですよ。そういう意味では、そういうのを怠ったということになるんではな

いかなと思うんですよね。  

 それともう一つ、これだけ減額ができるというのは、ある意味、一概に批判

はしませんけど、過大設計であったんではないかと。防音パネル、防音シート、

よく問題になります。もともと防音パネルにしても、解体工事にとっては設置

期間が短いし、変動していく中でですね、防音パネルが果たして必要なのかと

いうことでですね、防音シートによく変わるわけですよね。そういう意味では、
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その辺の設計業務の在り方にも問題があったんではないかなと思うんですけれ

ど、その辺はいかがですか。  

○議  長  

 教育部長。  

○教育部長  

 ただいま御指摘いただいた点でございます。  

 解体設計業務の発注に当たりましては、当然建設当時、年代が昭和４７年ぐ

らいの非常に古い建物でございますので、アスベストの含有について、できる

限りの資料を見ながら検討したところでございます。一つ経過を申し上げれば、

平成２１年当時に旧中央公民館も含めて、町内公共施設のアスベスト調査を実

施しております。そのときは、いわゆる吹きつけ材のアスベスト調査を実施し

たということでございます。その結果、中央公民館部におきましては、大ホー

ルの天井の吹きつけ材にクリソタイルが検出されたということで、その部分は

既に撤去しております。そういう経過も踏まえまして、今回、解体工事の設計

業務を発注するに当たりまして、既に大ホールの部分についてはアスベストの

含有はないと。その他の箇所についても、図面上はアスベストの含有が大きく

疑われるところはないということで設計図書を作成しております。設計図書に

おきましては、アスベスト含有材の有無については、町のほうから提示する図

面により確認することということでしております。先ほど、一部ですね、事務

室に下にあったＰタイルのとかの建材部分については、建物内部の仕上げ表に

おきまして、相当古い年代の材料を使っているということで、アスベストの含

有が判明しておりましたので、そちらについては適正に処理するように設計書

に記載していたところでございますけども、今回判明しました煙突部分につい

てはですね、当初の設計図面では、内部は耐火れんがであるということで、ア

スベストの含有はないという判断の下に設計図書を作成して工事発注に至った

わけでございますけども、実際、現場の工事、着手するに当たりまして、業者

との立会の中で、どうも耐火れんがではなくて断熱材が使われておると。恐ら

くアスベストの含有が疑われるということで調査をした結果ですね、アスベス

トが出てきたと。それにより、費用が発生したということでございます。  

 また、空調のダクトパッキンについてもですね、一定その慎重性を欠いてい

たところがあるのは否めませんけども、設計に当たりまして、建物内部を破壊

してまで、その辺の調査に至っていなかった、その辺については慎重性に欠け

たというところは反省しております。  

 それともう１点、減額の要素の件でございます。  

 減額の合計として４００万円ほどの減額になっております。当然、当初から



 

－７１－ 

そのように減額できていたのではないかというようなところでございますけど

も、足場、防音パネル、万能鋼板壁についてですね、それぞれ減額を行ってお

りますけども、それぞれ現場状況を勘案しながら、また労働安全規則に抵触し

ない範囲でですね、増額に見合う減額要素を探す中で、設計者、発注者、そし

て工事施工業者と十分な協議をする中でこのような減額をさせていただいて、

結果的に１２４万９，６００円の増額の変更契約をさせていただくと、そうい

うことでございますので、御理解お願い申し上げます。  

○議  長  

 山田議員。  

○９  番  

 ある意味理解はしてるんですけどね、今のお話の中でね、アスベストの分類

を細かく、今忘れましたけど、１類、２類、３類と分かれてますよね。飛散す

るもの、通常そのままでは飛散しないけど、解体等に伴って飛散するもの、そ

れから設備機器、配管等に含まれるもの。そういう意味で、平成２１年度に町

が調査をやられたことも分かってますけど、それはあくまで図面上であって、

実際解体するときは、その可能性のあるものについては現物を採取して、アス

ベストの実地調査をやらなければならないのでやってるんでしょう。やってる

けど煙突は抜けたということでしょう。今のお話聞いてますと、図面上だけの

判断でええということやったんですか。それやったら、これだけの金額で済ん

だこと自体がよかったなと思いますよ。それ、どうなんですか。本当に、解体

業者さんは、自分たちの責任があるので、サンプリングしてなければ必ずサン

プリングするんですよ。それが国・県の指導なんですよ。飛散物でなくてもね、

吹きつけ材でなくてもね、天井材であってもね、明らかに入っていないもの以

外は、年度によって入ってる可能性のあるものはするんですよ。でも、今のお

話やったら図面上だけの判断でやったんですか。これだけの追加であれば、よ

かったなと思わんといかんと思うんですけど、どうなんですか。  

○議  長  

 教育部長。  

○教育部長  

 アスベストの含有の判断につきましては、解体設計業務の発注の仕様書にお

いて、アスベスト含有建材部分について、提示する図面で確認しろということ

で指示をしております。その提示した図面においてはアスベストの記載がなか

ったということで、今回のような結果になったわけでございます。  

 アスベストの分類についても、今議員のほうからおっしゃいましたように、

レベル１、２、３とそれぞれ分類がございまして、最も危険な部類であります
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レベル１の吹きつけ材については平成２１年度に撤去しておると。今回新たに

分かった煙突の中身の断熱材、それと、空調ダクトのパッキン類については、

やや危険度が低いアスベストであったと。これはちょっと追加の説明になるん

ですけども、発注に当たりましては、こちら平群町側が提示する図面により判

断するというような指示になっておりましたので、業者のほうはそれに基づい

てやったということでございます。  

○議  長  

 山田議員。  

○９  番  

 今さらやいやい言う気もないんですけどね、そういう手違いが起きてるとい

う現実を踏まえたときにね、何かしら平群町、追加工事が多いような気がする

んですよ。北小学校の体育館の屋根の改修においてもいろいろなトラブルもあ

りましたでしょう。安けりゃいいで、する気があれば、順番が当たればいいと

いうような、そこはデメリットばっかりではなく、メリット、いいとこもある

んですけど、という、入札制度自身もね、そろそろ見直していかんといかんの

違うかなと思うんですよ。というのは、そういう失敗と言えば失敗まではいか

ないのかもわからないんですけども、いろいろトラブルがあった、この業者さ

んじゃないですよ、トラブルがあった業者さんを今後、通常どおり入札に参加

していただくのかどうか、いろいろ県なんかでも評価をつけていってるわけで

すよ、業者の評価をね。そういう意味では、今入札制度も、どうしたらいいの

か私も分かりませんが、そういうトラブルがいろいろと出てくる、追加案件も

比較的多いという中では、ちょっと考え直していく時期に来ているんではない

かなと思うんですけど、どうですか。そっちじゃないかもわかりませんけど。  

○議  長  

 教育部長。  

○教育部長  

 まず、教育委員会のほうからは、まず今回のような解体工事が今後発生する

場合につきましては、今回の教訓ではございませんけども、今回と同じような

轍を踏まないということも含めまして、より慎重に設計業務、解体工事を進め

てまいりたいと思います。  

○議  長  

 総務部長。  

○総務部長  

 入札制度の見直しが必要じゃないかということでございます。  

 今回、低入札価格の要領をつくってやらせていただいたという案件なんです
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けども、業者にペナルティーという話も議員おっしゃってるかなと思うんです

けども、後々アスベストの使用が確認されたということでペナルティーを与え

たというのは、ちょっと県のほうにも確認する中ではないという話も聞いてお

ります。ただ、今おっしゃられてるのは変更契約が多いんじゃないかと。安け

ればいいじゃないかというふうなことでは駄目だろうということをおっしゃら

れてるんだろうと思うんですけど、その辺につきましては、工事の内容も見な

がらですね、適切には対応していきたいと思いますけども、入札制度につきま

しては、常々我々も敏感になって対応していってるつもりですので、今日頂い

た意見を参考に、また今後、考えていきたいと思います。  

○議  長  

 山田議員。  

○９  番  

 アスベストがあったからペナルティーというだけではないんですけど、やっ

ぱり委託請負業務の中で瑕疵が出たと。工事施工者にとっては瑕疵がないのか

もしれませんが、これまでも瑕疵といいますか、いろいろトラブルになった業

者もある。平群町にとってどうなのかということも含めて考えていかなければ

ならないのではないかということなのでね、今だけにとどまらずですね、やっ

ぱり入札制度もいろいろ、いろんな自治体の制度も、時代の流れによって変わ

っていってるんでね、そろそろ平群町も今のままだけでは、町内業者数も減っ

てますし、そのことも含めて見直していかなければならないと思いますので、

よろしくお願いします。これは答弁結構です。  

○議  長  

 ほか、質疑ございませんか。井戸議員。  

○４  番  

 私たちはちょっと今の説明では納得いかない部分が多々あるんですが、町が

どうなのというより、まず業者が現場をチェックされて、この当初契約額７，

３７０万円。ましてや、アスベストという特殊な部類を専門で扱うところがあ

って入札がここだけでしたっけという状況の中で、なぜこれを最初に分からな

かったのかなというのはあるんです。そういうのも盛り込んだ上で、リスクも

背負った上の金額を出してくるはずなんですけどね。そこがまず分からないと

いうのが一つです。町のほうもそれを予想してたのか、増額も予想してたのか

というのも聞きたいです。  

 さらに、その減額ですよね。これもやっぱり不自然というか、やっぱり納得

いかないのが、今まで増額補正はたくさんありましたけど、減額補正ってない

ですよね。これ何も、これもし増額の規模がなければ減額していただいてたん
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でしょうか。そう考えたらね、この４００万って大きいですよ。平群町の本当

にもうあれですからね、血税といいますか、大きいです、この金額が。だから、

そう考えたときに、どう考えても防音パネルを防音シートに変更って、プロだ

ったら最初から分かってたんじゃないの、３００万って思うんです。その辺ち

ょっと分かる範囲というか、納得ができないので、教えていただきたいですね。

僕は別に町がどうとかいうわけじゃなくて、やっぱり業者のほうがプロですか

ら、その辺踏まえて、ちょっと分かる範囲でお願いします。  

○議  長  

 教育部長。  

○教育部長  

 まず、１点目のアスベスト含有の件でございます。  

 この件につきましては、先ほど私、少し申し上げたところでございますけど

も、昭和４７年当時の非常に古い建物を解体するということで、我々としても

ですね、アスベスト含有の建物を解体すると、そういうことに対してですね、

注意点が欠けていたのかなというところは反省するところでございます。また、

業者のほうも、当然応札に当たって、現地のほうは確認してると思います。町

のほうから現場確認ということではなっておりませんけども、当然応札に当た

っては、現地は確認をされていると、そういうふうに思っております。ただ、

町の設計図書のほうにおきまして、町のほうから提示する図面にアスベスト含

有の記載がなかったということで、業者のほうもそのまま応札に応じたという

ことで、御理解お願いしたいと思います。  

 それと、減額の要素の件です。  

 ４００万の減額ということで、非常に大きな減額でございます。仮に、増額

がなければこの減額がなかったのかということになれば、確かにその辺は非常

にお答えしにくいところでございますけども、当然、増額の要素が５００万ほ

ど出てまいりましたので、何とかその増額に見合う減額要素を探しにいくと、

そういった中で、協議の上ですけども、このような減額ができたわけでござい

ます。ただ、減額に当たっても、やみくもにここをこうしろとかしたと、そう

いうことではございませんでして、足場の建枠の変更につきましても、当初は

９００ミリということで、作業の安全性を考慮した上で９００ミリというよう

な足場床、作業床ですか、それを計上しておりましたけども、業者とも協議し

た上で、労働安全規則がございますけども、その規則に抵触しない範囲で安全

性が確認できると、そういう協議が調いましたので、変更させていただいたと。

その後ですね、防音シート、万能鋼板壁の変更についてもですね、言ったよう

な防音効果が得られると、そういうような協議を経て減額をさせていただいた
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ところでございますので、御理解賜りますようお願い申し上げます。  

○議  長  

 質疑、ほかございませんか。長良議員。  

○２  番  

 この３６号議案なんですけれども、公民館、ほとんど跡形もなく終わろうと

してます。僕、終わったことに対しては仕方ないことやと思うんですけど、我々、

総合文化センターができて、まだまだしまいをしていかなあかんところ、建物

がいっぱい残ってる。今回、プールもそうです。跡地利用というのは本当に難

しい問題で、いろんなことを各課で仕事をしていただいてると思うんです。そ

のための部長制になって、横縦の流れでこんな事案ある、こんな事案あったん

やから、別に教育部長を責めるのが僕らの仕事やないと思うんです。申し訳な

いですけども、横と縦の連携を持ってね、次またしまいして、また新たなもん

をクリエイトしていって町民の方々に喜んでもらうのが我々の仕事なんでね、

申し訳ないですけども、縦と横、せっかくつくった部長制ですので、関連しな

がらね、なるべく経費を抑えて次の事業につながるように、申し訳ないですけ

ど、どうぞよろしくお願いします。答弁は結構です。  

 せっかくしてもらってるのにね、文句ばっかし言うのは我々の仕事やないと

思うんで、申し訳ないですけど、縦横の連携だけ必ず密に、昔あったもん、分

からんかった、ごめんなさいと、そういうわけにはいかない。やはり５０周年

来た流れの歴史の町を大切にしてやってほしい。行政の方々、いろんな細かい

部分、仕事されてて、御苦労で、僕みたいな人間やったら気づかんところまで

細部にわたって世話していただいてると思いますけれども、これからまだまだ

新しいもん、どんどんつくっていって、町民に魅力あるまちづくりしていかな

いといけない、それは我々の役目やと思ってますので、どうぞ協力してやって

ください。どうぞよろしくお願いします。  

○議  長  

 質疑、ほかございませんか。馬本議員。  

○１２番  

 ちょっと初めから聞くで。  

 この事業はね、４，０００万ぐらいで解体できるって当時やったな。それが

８，０００万ほどになった。何でやと、こうなるわけ。これはこれとしてね、

コンサルの話出たね、今。このコンサルね、当初、僕の調査によるとね、今の

コンサル、もともとのコンサル、もっと安かったん違うか。それが、これは２

回目やろう。入札制度に問題あるというのはね、僕が清掃センターの関係で、

前、皆さんここでいろんな提案したはずやで。例えば、うちら平群町で一級建
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築士の職員さんがおいでになったらこれは別ですよ。専門職の方、そんなおい

でにならないでしょう。建築解体するのはどうして積算しますか。おおむねで

すよ、平米当たり何ぼかかんねんとか、自分ら、言うて悪いけど、サービスし

てもろうてるんちゃうんかい、はっきり言うけど。そこに大きな問題があんね

や。俺、いつも言うてんねん、これ。違うか。当初そうやったやろう。２回目

もそうやろう。２回目は今度、大阪の業者にしたやろう。落ちへんかったやろ

う。またそこへ、その一番近い人、そこまで来てもろうて契約したん違うか、

コンサルの方とね。その最初の人も２回目の人も、これ、概略これで幾らぐら

いかかるという積算根拠、金出したんか。まず聞こう、それ、どうやの。  

○議  長  

 教育部長。  

○教育部長  

 解体設計工事の入札の件でございます。  

 当初ですね、公民館を含む三つの施設の解体設計工事の入札ということで、

当然、平成３１年度に業者発注をしてるところでございます。解体設計の発注

をするに当たりましても、当然教育委員会のほうではそういった専門的な知識

を持つ人間もおりませんので、やはり今議員がおっしゃられましたように、業

者のほうにですね、どれぐらい費用がかかるのかというような見積りを徴収す

ることになります。現状として、正直なところ、無料で見積りをしていただい

て、その価格を参考にですね、町のほうで設計書みたいなものを作りまして、

それに基づいて設計業務を発注したところでございますけども、結果として、

その見積りを頂いた金額では落札がなかったと、そういうのが現状でございま

す。２回目につきましてもですね、町の予定価格内の応札がなかったというこ

とで、入札不調になったところでございます。  

○議  長  

 馬本議員。  

○１２番  

 それで、２回目が不調になった業者に一番近い業者と随意契約してるわけや

ろう。それはそれとしてね、前に僕、清掃センターの関係で言うたことあんね

ん、これね。今回はこれ、教育委員会の話ですよ。これはほかの課にもそうい

うことがあるんですよ。今後ね、見積りについてはお金支払ったらどうですか。

それで、必ずその業者を入れない、指名しないというのが基本やろう。ややも

すれば、いろいろ、僕はここで言いたくないけども、入れてる部分ようけある

やんか。僕の調査やで、これ。サービスしていただいた設計屋さんをそこへ入

れてるときもあるやん。過去の話やで、今、入札制度の改革とか言うて、いろ
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んな話あったけど、僕の原点はそれ、まずそれからいかなあかん。サービスで

やってもらうことは相ならんというふうに私は思います。  

 ここで、今後はそれで、その件については松本課長になるのかな、川西部長

になるのかな、その件どう思う。契約担当部長としてはね、僕の言うてる提案

間違うてるか。その点どうやの。  

○議  長  

 総務部長。  

○総務部長  

 今おっしゃられた予算の積算をするときの見積りを取った業者に、無料じゃ

なしに支払うべきだということでございます。これにつきまして、今までいろ

いろやってきてるという実態もあるんですけど、その辺もね、金利もいろんな

とこを含めまして、一応確認は、再検討させていただきます。どういうふうに

対応するのが正しいやり方なのか、先生おっしゃられるとおりのことも含めて

確認したいと思います。  

○議  長  

 馬本議員。  

○１２番  

 何でそれ言うってね、もしもサービスやった設計業者がそれを落札したらど

うなるの。その業者に対しては気の毒やで。こっちはサービスしてるわ、正常

なきちっとして入札して、競争原理を働かせて落札されたその業者、おかしな

目で見られるだけでも気の毒や。そういうこともあんねや。そやから、きちっ

としてかなあかん、こういうことは。それと、今回の件についてもね、いろい

ろ僕は僕で調査した。それは、コンサルが悪いのか、要するに平群町が悪いの

か、それとも施工された業者、今やってる業者が悪いのかね、問題があったの

か。これはいろいろ見方はあると思う。僕はね、まずこれには設計だけで施工

監理はついてないね、この仕事はね。ついてないでしょう。ここでね、皆さん

よく御存じやと思うけど、このぐらいの工事するとね、現説並びに質疑応答が

あんねん、入札まで。これは基本やんか。そうやろう。あなたたちはどう答え

てんの。私、質問書持ってんねん、これ。要するに、こういう建築については、

建築材料のアスベスト含有材は、仕上げ、表面工で囲まれた成形板など、その

他吹きつけ材等にアスベストが含まれていないと考えてよいですか。役場は何

言うてんねん、これ。よいですよ。アスベスト含有材については撤去済みです

と、こうおっしゃってんねん。これは業者と町の質疑の文書ですよ。これ公な

もんや、これ。  

 ここでもう一つ言うてんねん。今度は機械設備について、これ言うてはる。
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本工事に特別管理物、特管物、産業廃棄物のダクトパッキン、保冷剤、保湿剤、

エルボとあるが、設計書には記載がない。今回の工事費には含まれていないと

考えてよろしいですか。アスベスト調査は行っていないので、工事費に計上し

ていません。アスベストの可能性はないと言えないので、注意喚起のため記載

しておきます。このわけ分からん答弁してるけど、こういうことは一応やって

んねん、業者も。これね、一つのこれ、今回済んだ話云々とかいう話で、過大

設計云々、それは設計屋さんは安全のために９０の幅員を６０に落として、３

階建てやから９０にしはったんか、それは私は設計業務、一級建築士でも何で

もないから分からへんけども、いろんなここで、施工業者と町と４００万に減

額、落とすためにいろいろ施工業者も御協力していただいたということに対し

ては、私は感謝しやなあかんと思う。その代わり一つ、事故なかってよかった

ねって、まだ工事やってはるけど。それが一つね、私は評価すべきやと思いま

すよ。そこは、その担当職員さん、巳波部長をはじめ、教育委員会関係者の方々

のいろいろな御苦労も私はあったというふうに思います。けども、施工業者に

ついても御協力いただいたということも私は感謝しやなあかんなというふうに

思います。  

 それと、設計業務、この業務に至っても、最初話したように、この業務は２

回目も設計してんねん、２回も。こんなん今まであり得ない仕事や。そういう

こともあるんでね、解体には施工業務がついてええのか悪いのか、これは監理

業務やね、これは別として、やっぱり設計図面を見て出すと。そこは、耐火れ

んが積みやということの図面、私その図面も見ましたが、正直な話、議案もら

ってから全部調べた。そしたら、耐火れんがって書いてある。それを見てしは

ったのかね。いや、ここにはアスベスト入ってませんよ、吹きつけしてません

よと。  

 しかしね、昭和４７年建築やろう、完成。ということは、そんだけの間に改

修工事されてね、ひょっとしたらアスベストの吹きつけをされてたかもわから

へんということやろう、現にあるということはな。そういうことも兼ねて、今

後、やっぱりまだ若井の人権交流センター、将来解体しやなあかんねん、これ

ね。そういうことが入ってるでしょう。こういうことも兼ねてね、これを一つ

の引き金に、徹底してやっぱりサービスの無料の見積りはやめてください。そ

れと、入札はきちっとやって、施工監理云々は別としてね、必ず現説はやって

ください。入札までに。それと、質疑応答、きちっとやってください。これが

基本の原点ですよ。この仕事、現説やってないやろう。全部分かってんねんで。

分かっててしゃべってんねん、これ。けれどもね、これ何でしゃべるかと言う

たらね、次の仕事あるからや。だから、ひとつ皆さん、よろしく今後お願いし
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たいなというふうに思います。そやから、今回は三者、設計屋と工事屋と平群

町ありますけども、三者とも、私から見たらやで、一定の瑕疵はあったん違う

かなというふうに私は思います。けれども、ようこんだけ百何万に減額してい

ただいたなということは、私は一定の評価をしたいということです。  

 以上です。  

○議  長  

 答弁はどうしますか。いいですか。  

○１２番  

 かまへん。  

○議  長  

 それでは、ほか、質疑ございませんか。  

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら、本案に対する質疑を終結いたします。  

 これより討論に入ります。井戸議員。  

○４  番  

 今、先輩議員様からもいろいろ出ました。ちょっとまだ、この状況の中では

ですね、私の中では納得できる回答は得られていないということですね。やは

り、プロはプロ、もちろん、今聞いたのが正しければ、町の答弁にも過失があ

ったかもしれないんですけれども、私の持ち得る情報の中でもここしかなかっ

たものですし、アスベスト含有の記載がなかったといっても、そこに関しては

やっぱりプロですから、プロが最初の段階で見て、現地調査をしてきっちり判

断すべきだと思います。その件と、私が先ほど質問したとおり、やはりこれま

で減額補正は１度もなかったのにここだけ出てくるというのが、ちょっとやっ

ぱり不自然ですし、納得できるものではないということで、今後も本当に、ち

ょっとこういう後出しと言ったらおかしいですけども、後でどんどん変えれる

んで、当初の契約は何だったのというふうになってしまうので、そういうこと

に関して意見を述べさせていただいて、反対とさせていただきます。  

○議  長  

 ほか、討論ございませんか。馬本議員。  

○１２番  

 僕は賛成討論。  

 というのは、今、るるここでオープンになって、僕の見解としては、３者に
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問題性があったん違うかと。しかし、結果論としては百何万、１３０万ほど町

のお金は増額になったけども、一定の金額で抑えられた、これは職員さんの御

努力もあるし、いろんな施工業者に対する御努力もあったなというふうに私は

評価してます。今後、僕が先ほど言いましたように、絶対無料の見積りだけは

取らないでください。有料の見積りを取って、その業者は一切入札には入れな

い。これはこんなん原点。それと、今後、施工するに当たってのやっぱり現説

並びに質疑応答、こういうのはちゃんとやってください。現説についても、数

社がおれば午前中やるとか、時間を変えて、それで日も変えたら、何社おって

も現説にどこの業者が来たか分からない、これが基本でございますのでね、そ

こら辺のやり方次第でありまして、今回いろんな部分はあったけども、行き違

いもあったというふうに思います。僕自身はもう百何万ぐらいで、増額がちゃ

んとアスベストの分は撤去できたということで一定の評価もしたいなというふ

うに思うし、今後も理解をしていただいて、ちゃんと施工は、業者に発注する

場合は、行政は、先ほど言うたように、無料の見積りだけは取らないでいただ

きたい。この点も付して賛成討論といたします。  

 以上です。  

○議  長  

 山口議員。  

○７  番  

 別に反対するわけじゃないんですけどね、今ずっと聞いててね、それぞれも

っともなこと。私は聞いてて一番思ったのは、平群町の職員の中に、要するに

一級建築士とかですね、そういった専門的な技術職の方がいないというのがや

っぱり大きい問題、今日いろいろ出た意見の中でね、聞いてるとね、あると思

うんですよ。これは別に何も工事関係だけじゃなくて、その他のことでも言え

ることはあるんですけれども、特に工事の場合、私なんかは全く素人ですから、

先ほどから山田議員とかの話を聞いてても、納得できる部分もあるし、ただ、

それを聞かなければ全然分からないという部分もあるんでね、職員の方も一緒

だと思う。そういう意味で言えば、やっぱり技術職の人をきちっと、もちろん

給料の問題もありますから、どうか分かりませんが、町の方針として、さっき

から出た意見も踏まえてですね、やっぱり専門職の人をきちっと入れていくと

いうのは大事ではないかと。今回の場合、私は反対はしませんけれども、今後

のために、今馬本議員からあったように、どっちにしても、旧人権交流センタ

ーの解体もありますからね、そういうことも、今後もこれからもあることなん

で、ちょっとそういうことも視野に入れていただきたいなということもお願い

してですね、この議案については賛成をいたします。  
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○議  長  

 ほか、討論ございませんか。山田議員。  

○９  番  

 一言だけ。賛成の立場で討論させていただきます。  

 先ほど私もいろいろとお話をさせていただきましたけども、設計業者、また

施工者にとって大きな瑕疵があったと言っているわけではございません。いろ

いろな少しの行き違い等もあったので、今馬本議員もお話ありましたけど、私

としては、その中の一つで、一番の問題点が、設計監理も含めてやっていなか

った。財政厳しい中で、財政出動を少なくするためにそういう選択もされたの

かもわかりませんが、設計業務を発注した時点で同時契約でもいいと思うんで

ね、監理も含めてしていただいてですね、しっかりとその辺の、工事費につい

ても、監理を含めてしていただくということで、今後検討いただきたいと思い

ます。そういう意味で、特に業者のほうに瑕疵があったというわけでもないと

思いますので、この議案については賛成をいたします。  

○議  長  

 ほか、討論ございませんか。  

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら、本案に対する討論を終結いたします。  

 これより議案第３６号について採決を行います。  

 本案について、可決することに賛成の方は挙手をお願いします。  

 

賛成者挙手  

 

○議  長  

 挙手多数であります。よって、議案第３６号  平群町旧中央公民館解体撤去

工事の変更請負契約の締結については原案どおり可決されました。  

 続きまして  

 日程第１０  同意第４号  公平委員会委員の選任に同意を求めることについ

て  

 を議題といたします。  

 議案の朗読を求めます。局長。  

○局  長  
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 それでは朗読いたします。  

 同意第４号  

  公平委員会委員の選任に同意を求めることについて  

 公平委員会委員清家衛は、令和３年８月２９日をもって、任期満了するから

引き続き下記の者を選任したいので、地方公務員法第９条の２第２項の規定に

より議会の同意を求める。  

                       令和３年６月１５日提出  

                       平群町長  西  脇  洋  貴  

記  

 住   所  奈良県生駒郡平群町北信貴ケ丘２丁目１番１号  

 氏   名  清  家    衛  

 生年月日  昭和２６年１２月３日  

 以上でございます。  

○議  長  

 続いて、提案者の提案理由の説明を求めます。西脇町長。  

○町  長  

 ただいま局長より朗読のありましたように、同意第４号の公平委員会委員の

選任に同意を求めることにつきまして、提案の説明をさせていただきます。  

 皆様御承知のように、公平委員は、地方公務員法第９条の２に明記されてい

るとおり、人格が高潔で、地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に

理解があり、かつ人事行政に関して識見を有する者となっております。  

 清家衛氏は、令和元年１２月より町公平委員として御活躍を頂いております。

今回、任期満了を迎えるに当たり、これまでの経験を生かしていただきまして、

引き続き公平委員としての御活躍をしていただきたいと考えておりますので、

御同意いただきますようお願い申し上げまして、提案の理由とさせていただき

ます。  

○議  長  

 これより本案に対する質疑に入ります。  

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 質疑ないようでしたら、本案に対する質疑を終結いたします。  

 続いて、これより討論に入ります。  
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「なし」の声あり  

 

○議  長  

 討論ないようでしたら、本案に対する討論を終結いたします。  

 これより同意第４号について採決を行います。  

 本案については原案どおり同意することにいたしたいと思いますが、異議ご

ざいませんか。  

 

「異議なし」の声あり  

 

○議  長  

 異議なしと認めます。よって、本案については原案どおり同意することに決

定をいたしました。  

 続きまして  

 日程第１１  同意第５号  教育委員会委員の任命に同意を求めることについ

て  

 を議題といたします。  

 議案の朗読を求めます。局長。  

○局  長  

 それでは朗読いたします。  

 同意第５号  

  教育委員会委員の任命に同意を求めることについて  

 教育委員会委員梅本利政は、令和３年６月２１日をもって任期満了するから、

引き続き下記の者を任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法

律第４条第２項の規定により議会の同意を求める。  

                       令和３年６月１５日提出  

                       平群町長  西  脇  洋  貴  

記  

 住   所  奈良県生駒郡平群町大字信貴畑１１５１番地  

 氏   名  梅  本  利  政  

 生年月日  昭和２９年９月１日  

 以上でございます。  

○議  長  

 続いて、提案者の提案理由の説明を求めます。西脇町長。  

○町  長  
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 ただいま局長より朗読のありました同意第５号の教育委員会委員の任命に同

意を求めることにつきまして、提案の説明をさせていただきます。  

 皆様御承知のように、教育委員は、地方教育行政の組織及び運営に関する法

律の第４条に明記されているとおり、地方公共団体の長の被選挙権を有する者

で、人格が高潔で、教育、学術及び文化に関して識見を有する者となっており

ます。  

 梅本利政氏は、平成２６年９月より教育委員会委員として御活躍を頂いてお

ります。今回、任期満了を迎えるに当たり、これまでの経験を生かしていただ

きまして、引き続き教育委員会委員として御活躍を頂きたいと考えております

ので、御同意いただきますようお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせ

ていただきます。  

○議  長  

 これより本案に対する質疑に入ります。  

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 質疑ないようでしたら、本案に対する質疑を終結いたします。  

 続いて、これより討論に入ります。  

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 討論ないようでしたら、本案に対する討論を終結いたします。  

 これより同意第５号について採決を行います。  

 本案については原案どおり同意することにいたしたいと思いますが、異議ご

ざいませんか。  

 

「異議なし」の声あり  

 

○議  長  

 異議なしと認めます。よって、本案については原案どおり同意することに決

定をいたしました。  

 続きまして  

 日程第１２  同意第６号  教育委員会委員の任命に同意を求めることについ
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て  

 を議題といたします。  

 議案の朗読を求めます。局長。  

○局  長  

 それでは朗読いたします。  

 同意第６号  

  教育委員会委員の任命に同意を求めることについて  

 教育委員会委員髙木敦子は、令和３年６月２１日をもって任期満了するから、

引き続き下記の者を任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法

律第４条第２項の規定により議会の同意を求める。  

                       令和３年６月１５日提出  

                       平群町長  西  脇  洋  貴  

記  

 住   所  奈良県生駒郡平群町若葉台５丁目７番４号  

 氏   名  髙  木  敦  子  

 生年月日  昭和５３年１０月２６日  

 以上でございます。  

○議  長  

 続いて、提案者の提案理由の説明を求めます。西脇町長。  

○町  長  

 ただいま局長より朗読のありました同意第６号の教育委員会委員の任命に同

意を求めることにつきまして、提案の説明をさせていただきます。  

 皆様も御承知のように、教育委員は、地方教育行政の組織及び運営に関する

法律の第４条に明記されているとおり、当該地方公共団体の長の被選挙権を有

する者で、人格が高潔で、教育、学術及び文化に関し、識見を有する者となっ

ております。  

 髙木敦子氏は、平成３０年９月より教育委員会委員として活躍を頂いており

ます。今回、任期満了を迎えるに当たり、これまでの経験を生かしていただき

まして、引き続き教育委員会委員として御活躍頂きたいと考えておりますので、

御同意いただきますようお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていた

だきます。  

○議  長  

 これより本案に対する質疑に入ります。  

 

「なし」の声あり  
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○議  長  

 質疑ないようでしたら、本案に対する質疑を終結いたします。  

 続いて、これより討論に入ります。  

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 討論ないようでしたら、本案に対する討論を終結いたします。  

 これより同意第６号について採決を行います。  

 本案については原案どおり同意することにいたしたいと思いますが、異議ご

ざいませんか。  

 

「異議なし」の声あり  

 

○議  長  

 異議なしと認めます。よって、本案については原案どおり同意することに決

定をいたしました。  

 続きまして  

 日程第１３  発議第４号  平群町国民健康保険税条例の一部を改正する条例

について  

 を議題といたします。  

 議案の朗読を求めます。局長。  

○局  長  

 それでは朗読いたします。  

 発議第４号  

  平群町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について  

 上記の議案を別紙のとおり地方自治法第１１２条及び会議規則第１４条第２

項の規定により提出する。  

令和３年６月１５日    

提出者  山  口  昌  亮  

賛成者  稲  月  敏  子  

〃   植  田  いずみ  

  平群町国民健康保険税条例の一部を改正する条例  

 平群町国民健康保険税条例（昭和３４年４月平群村条例第３号）の一部を次
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のように改正する。  

 第３条第１項中「「１００分の９．２」」を「「１００分の８．２」」に改める。  

 第５条中「２８，５００円」を「２７，５００円」に改める。  

 第２３条第１号ア中「１９，９５０円」を「１９，２５０円」に改め、同条

第２号ア中「１４，２５０円」を「１３，７５０円」に改め、同条第３号ア中

「５，７００円」を「５，５００円」に改める。  

 附則  

 （施行期日）  

 １  この条例は、令和３年４月１日から施行する。  

 （適用区分）  

 ２  改正後の平群町国民健康保険税条例の規定は、令和３年度以後の年度分

の国民健康保険税について適用し、令和２年度分までの国民健康保険税につい

ては、なお従前の例による。  

 以上でございます。  

○議  長  

 提出者の提案理由説明を求めます。山口議員。  

○７  番  

 提案理由は末尾に書いておりますけれども、これは読んでいただければいい

かなというふうに思ってます。それと同時に、議案資料として、Ａ４の裏表、

数字いろいろ書いてますが、これをちょっと説明させていただきます。  

 まず最初、２０２１年度国保税算定のバックデータというのがありますが、

これは毎年１月に、今の県単位化になってからですね、奈良県のほうが、平群

町の場合、この税率でいけば、平群町の令和３年度はこれぐらいになるという

予測の数字です。それが、医療分についての所得総額、後期分についての所得

総額、介護分についての所得総額で、同時に被保険者数、世帯数ということで、

こういう数字を県のほうが大体やってると。ちなみに、２０２０年度、令和２

年度については、大体県の数字と平群町の実際の数字、そんなに大きく変わら

なかった。令和元年もそうですね。平成３０年度については、平群町の被保険

者の減り方が非常に激しかったことから、県の数とは２００人近く乖離があり

ましたけれども、２００かちょっと数字は忘れましたが、ありましたけれども、

その後、この２年間については、大体県の数字どおりいってると。これが今年

度、県が今年の１月に示した数字から抜粋したものです。  

 その下の料率別の国保税総額というのがあります。これは、一番上に現行と

いうのは、昨年、町長提案で引き下げられた現在の料率です。これが医療分、

後期分、介護分、それぞれ所得割、均等割、平等割。その一番右の税総額とい
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うのは、これは減免とか全くなしに、要するに、この料率で、この上の所得総

額から、所得割ならそれで計算して出していくと、平群町の今の場合、５億８，

９０２万８，０００円の税収が入ってくると。これはもちろん、一般会計から

繰り入れられる７割、５割、２割減免の分も含めてこうなるということです。  

 改正案というのは、今回、先ほど局長に読んでいただいた、医療分について

改定をするということなんで、その医療分について改定するとどういう数字に

なるかと。バックデータは、当然さっき言った県の数字でいきます。それでい

くと、全部入ってくる税収入は５億５，９３２万５，０００円。その下の県標

準というのが、今年１月に県が示した、平群町の料率は、これだけあれば、県

への納付金も含めて、国保会計としてはやっていけますよという数字で計算し

直した金額が４億９，９４４万円、こういうふうになるわけです。これで見る

とですね、引下げ額は２，９７０万３，０００円で、これでも県の標準よりも

５，９８８万５，０００円、約６，０００万円、まだ高いということになりま

す。  

 その下のモデルケースの税額比較というのは、これは、１．６倍増税したと

きに、町のほうがモデルケースの３パターンを出した、それに合わせた比較表

です。パターン１というのは年金生活者で、６５歳以上の夫婦２人世帯。同時

に、２人でというか、御主人が年金収入２５０万、奥さんは全くなしという計

算でいくと、これの現行改正案、そして標準で比べた場合。例えば、引下げ額

は、これでいくと、今回の引下げが実現したとして、年間１万１，７００円の

引下げになる。それでも標準税率に比べてですね、そんだけ引き下げてもまだ

２万３，０００円高いというのは、Ｂ引くＣですね。それが、パターン２につ

いては４人家族で、夫婦、親が介護保険加入者４０歳以上、それで事業所得３

００万、農家の場合の、例えば、事業所得としての３００万があった場合こん

だけになると。  

 裏面の西和７町の国保税の比較、これについては、平群町を含む西和７町の

現在の料率を書いてます。平群以外全部、相当金額がばらつきはありますけれ

ども、これでは全然分からないので、その下にモデルケース、さっきのモデル

ケースで西和７町を比較すると、平群町との差額というところ、３パターンと

も書いてますが、全て黒三角で平群町よりも高いということになります。  

 その一番最後の下、これは国保会計決算の推移ということで、２０１７年か

ら前年度剰余金がどうなったかと。２０１７年、１億１，４４５万５，０００

円の赤字で、その前の赤字も含めてですね、前町長がびっくらこいたというか、

びっくりして、１．６倍の値上げをこの年度にしたわけです。そしたら、１年

で１億４，４３６万９，０００円、実質単年度収支が黒字になってですね、も
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うその年に黒字化されたと。その後、２０１８年、平成３０年からは県の単位

化になって、１年目、実質単年度収支だけで言うと３，６６４万３，０００円、

２年目のおととしが６，２８４万３，０００円、ほんで昨年、これは見込みと

書いてますが、もう既に決算が出てます。ここでは１，９０３万１，０００円

になってますが、町長、なぜか知らん、最初の挨拶で、国保会計の実質収支と

か単年度収支をおっしゃらなかったけれども、２，９４１万３，０００円なん

です。だから、見込みよりも１，０００万ちょっと、１，０３０万ほど増えて

ます。この結果ね、今平群町の、今年３月３１日現在の国保会計の剰余金は幾

らかというと、１億５，８８２万３，０００円なんです。そこで、今回、さっ

き言いましたように、引下げは約３，０００万。今、剰余金が約１億６，００

０万。３，０００万というのは、今年度の黒字が２，９４１万３，０００です

から、今年度の黒字分を引き下げるだけの軽いやつです。だから、さっきも言

いましたように、引き下げても、ほかに比べて非常に高いということです。  

 なぜ今回提案したかというと、実は昨年、引下げのときに、国保の運営協議

会で、私の質問に対してですね、去年、三千二、三百万の引下げでしたけど、

もっと引き下げられるんではないかという話をしたときに、一気にやると怖い

ので、徐々にやりたいと。だから、去年の話ですよ、今年度の様子を見て来年

度考えたいと、こういう話やった。これは、議事録見てもらったら分かります。

国保運営協議会の議事録見てもらったら分かるけど、そういう答弁が理事者側

からあった。それなのに、今回全く町のほうから提案がなかった。決算もです

ね、見込みでも２，０００万近くの黒字予測でしたし、今の会計は、前も何回

も言ってますように、昔と違って、県単位化になってからは、予算と基本的に

決算はそんなに変わりません、大きくは。そういう中でね、今引下げはできる

と。  

 それと、もう一つ強調したいのは、よそよりも、特に７町の中では一番低い

三郷町の１．２倍ぐらい高いんです。去年引き下げてもですよ。だから、今度

下げても、まだそんなに、１５％ぐらい高い、三郷町に比べれば。でも、よそ、

安堵町とは一緒ぐらいになるんです。よそは今どうしてるかというと、三郷町

は来年引き上げることになってます。もう既に５％の引上げを町長は表明して

ます。なぜかというと、平成３６年、今で言うたら令和６年ですね。令和６年

度に県が統一料率にすると、国保の料率をね。その料率にしたときには、今の

三郷町の国保税だったら相当差があるんで、一気に上げられないから、来年と、

その１年飛んで、４年と５年で、間に１回、あそこは２年に１回の改定ですか

ら、引下げ、引上げ。来年度に上げて、次にもう５％上げたら県の標準税率と

一緒になるということでやってます。よそも大体その考えで、安堵町は去年も
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今年も値上げしてます。でも、平群町は反対なんです。下げていってちょうど

県の標準税率になるんです。今回、この金額を下げると、次、同じぐらい下げ

れば、ちょうど県の統一の標準料率と一緒になります。ですから、今年下げと

いて、来年１年もう一度様子見るか来年下げるかは別にして、４年、５年度で

その辺の状況を見て、６年度に県の料率に合わしていけばスムーズにいくとい

うふうに思う。  

 その財源は、さっき言ったように、今１億６，０００万ありますから、今年

度はこの３，０００万円近く引き下げても、大体とんとんでいけます。という

ことは、来年まだ１億６，０００万残ったままなんです。だから、その金を保

健事業で何ぼか残していきたいという話を盛んにされてますけども、そういう

ことを考えても十分に財源はある。そして、現在よそよりも１．１倍から１．

２倍も高い。それをちょっとでも下げる、これはもう当然、町としてはね、普

通に考えたら、町長が提案すべきなんです。それを、最低限の引下げをとにか

く、加入者にとっては相当平群町の料率が高いもんですから、そういう意味合

いで今回出してます。  

 提案理由には過去の経過も含めて書いてますけども、その辺も含めてね、こ

れについてはね、あした、委員会がありますから、そこで町の考えも聞きたい

と思いますけどもね、これについてはもう誰も反対しない。誰も、こんなんで

きへんという数字じゃないんで、そこのとこはね、もうこれについては全会一

致でやりたいと。もしそれが町として、町長としてプライドにかかわると言う

んであれば、町長が対案の引下げ案をあしたでも出していただければ、それは

一緒に議論すればいいじゃないかというふうに思ってますので、ぜひ議員各位

には今の説明を理解していただいて、御賛同いただけますようお願いして趣旨

説明といたします。  

 以上です。  

○議  長  

 それでは、これより本案に対する質疑に入ります。山本議員。  

○３  番  

 今、提出者の山口議員さんのほうからいろいろと御説明を頂きましたんです

が、この発議につきましてはあしたの文教厚生委員会で審査されますので、私

が厚生委員長という立場でありますから、今日、一つだけ町長のほうにお伺い

したいことがございます。  

 先ほど山口議員さんからの説明でも、単年度収支で２，９４１万円ほどと。

そして、２年度末の剰余金は約１億５，８８２万円ほど出てまいりますという

ことでありましたが、本年３月の予算審査の特別委員会では、国保の健全財政
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を維持するために、一定の剰余金も必要であり、税率の改正は考えていないと

いう町当局の御答弁がございましたが、今回の発議での論点となりますのは、

約３，０００万円の値引きが可能かどうかということになってくると思います

が、町長は、現段階におきまして、２年度末の剰余金は一定の剰余金に達して

ない、税率の改正は考えていない、先ほど山口議員さんも言われました対案の

引下げ案を出すというような、そういう提案もございましたが、今、町長とし

てはどのようにお考えなのかをお聞かせください。  

○議  長  

 町長。  

○町  長  

 山本議員の質問にお答えさせていただきます。  

 令和２年度におきまして、県の３年度の見直し予定の中、１年間前倒しで税

率の引下げを行いましたところであります。また、国民健康保険につきまして

は、単年度だけで見るのではなく、長期にわたり安定的な運営をしていく必要

があります。このことから、今現在、コロナ禍であります。新型コロナウイル

ス感染症の先行きが見通せない中、所得の落ち込みもまた予想されております。

また、コロナ禍の中で、医療費の給付費の状況や、今後の高度医療による医療

費の伸びが見通せないことや、また経済情勢により所得の落ち込みも予想され

ます。また、平群町では高齢化率が高く、後期高齢者に該当する人が多いため、

被保険者数も減っております。このことから、国民健康保険税の減収も見込ま

れることなどが予想されます。  

 また、国では、国保制度の改革に応じまして、激変緩和として約３，４００

億円の財政の支援が行われておりますが、令和５年度でその措置がなくなると

いうふうなことも聞いております。このことから、国民健康保険財政に大きな

影響を及ぼす可能性もあります。  

 過去４年連続で税率の引下げにより、赤字に転落した反省も踏まえ、令和３

年度では保険税率の見直しについては考えておりません。ただ、令和３年度中

にはコロナウイルスの感染症や所得状況、医療費の動向など、国保会計にどの

ような影響を及ぼすのか、また奈良県への納付金の状況などの検証を行い、令

和３年度中に、令和４年度に反映できるように、それは見直しを検討していき

たいというふうに考えております。  

 以上です。  

○議  長  

 質疑、ほかございませんか。  
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「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら、本案に対する質疑を終結いたします。  

 お諮りいたします。  

 本案は、会議規則第３９条の規定により、文教厚生委員会へ付託したいと思

いますが、異議ございませんか。  

 

「異議なし」の声あり  

 

○議  長  

 異議なしと認めます。よって、本案は文教厚生委員会に付託することに決定

をいたしました。  

 以上で本日の日程は全部終了いたしましたので、これをもって散会いたしま

す。  

（ブー）  

散    会  （午後  ４時１０分）  


